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「
わ
が
家
の
交
通
安
全
」

作
文
募
集
戸
・

　
交
通
事
故
を
な
く
す
た
め
に
は
、

歩
行
者
・
自
転
車
・
、
バ
イ
ク
利
用

者
・
ド
ラ
イ
、
、
ハ
ー
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
に
あ
る
家
族
の
皆
さ
ん

が
、
家
庭
で
交
通
安
全
に
つ
い
て

話
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
総
務
庁
で
は
、
家
庭
、
で
交
通
安

全
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
内
容
や

方
法
、
話
し
合
っ
た
結
果
を
実
践

し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の

作
文
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
応
募
要
領

▽
テ
ー
マ
「
わ
が
家
の
交
通
安
全
」

▽
応
募
期
間

　
七
月
一
日
か
ら
九
月
二
日
ま
で
。

▽
応
募
区
分

　
①
小
学
校
低
学
年
（
丁
二
年
）

　
②
小
学
校
中
学
年
（
三
・
四
年
）

　
③
小
学
校
高
学
年
（
五
・
六
年
）

④
中
学
生

⑤
母
親
∴
般
の
各
部

▽
応
募
方
法

　
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
枚
（
母

　
親
・
一
般
の
部
は
五
枚
）
以
内
。

　
住
所
・
郵
便
番
号
・
氏
名
・
学

　
校
名
・
学
年
・
学
校
の
住
所

　
（
母
親
と
一
般
の
部
は
年
齢
、

第
一

　
職
業
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
．

▽
送
り
先

σ
〒
一
〇
㎝
　
東
京
都
千
代
田
区

　
外
神
田
二
－
二
！
一
七
　
共
同

　
ビ
ル
㈹
日
本
交
通
福
祉
協
会
交

　
通
安
全
作
文
募
集
係
。

○
母
親
と
】
般
の
部
は
、
〒
一
〇

　
〇
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関

　
三
－
一
ー
一
　
総
務
庁
交
通
安

　
全
対
策
室
交
通
安
全
作
文
募
集

　
係
。

一
融
雪
用
電
力

　
　
消
雪
ポ
ン
プ
な
ど
対
象

　
冬
期
に
お
け
る
負
荷
平
準
化
と

地
域
社
会
の
便
益
向
上
を
図
る
た

め
、
東
北
電
力
で
は
消
雪
ポ
ン
プ

な
ど
を
対
象
と
し
た
、
新
し
い
融

雪
用
電
力
制
度
（
第
二
融
雪
電
力
）

を
今
年
の
四
月
か
ら
実
施
し
た
。

　
対
象
と
な
る
設
備
は
、
消
雪
ポ

ン
プ
な
ど
直
接
融
雪
の
た
め
に
使

用
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
電

気
料
金
は
十
育
か
ら
三
十
新
程
度

安
く
な
る
．

　
お
も
な
適
用
の
条
件

▽
融
雪
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の

　
に
限
る
。

▽
四
か
月
以
上
継
続
し
て
使
用
す

　
る
。

▽
年
間
を
と
お
し
て
の
使
用
は
、
、
て

き
な
か
．

▽
夏
場
等
不
使
用
期
間
は
、
電
気

　
を
し
ゃ
断
す
る
。

▽
電
気
設
備
は
専
用
配
線
と
な
る
。

▽
毎
日
午
後
二
時
間
、
電
気
の
し

　
ゃ
断
が
あ
る
。

　
く
わ
し
く
は
、
東
北
電
力
の
営

業
所
ま
た
は
出
張
所
で
、
㌔
、
｝
相
談

く
だ
さ
い
。

税
に
関
す
る
作
文

高
校
生
か
ら
募
集
ノ

　
国
税
庁
を
は
じ
め
国
税
局
、
税

務
署
で
は
、
高
校
生
か
ら
「
税
に

関
す
る
作
文
」
を
募
集
し
て
い
る
。

　
テ
…
マ
は
、
税
に
つ
い
て
日
、
、
）

ろ
考
え
て
い
る
こ
と
や
意
見
な
ど
、

税
に
関
す
る
こ
と
、
で
あ
れ
ば
何
、
で

も
結
構
で
す
。

▽
応
募
数
、
］
人
一
編
。
三
千
字

　
以
内
。
作
文
の
末
尾
に
住
所
、

　
氏
名
、
学
校
名
、
・
学
年
、
学
校

　
の
住
所
を
記
入
の
こ
と
。

▽
締
切
り
・
九
月
五
日
（
木
）

▽
表
彰
・
優
秀
作
文
に
は
賞
状
と

　
記
△
．
心
品
が
贈
ら
れ
る
。

▽
受
付
・
税
務
署

（
高
田
税
務
署
・
〒
九
四
三
　
上

　
越
市
西
城
町
三
V

7
月
1
日
～
8
月
3
1
日

税
の
相
談
や

苦
情
は

税
務
相
談
室
へ

「
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
と
き
の

税
金
は
ど
う
な
る
の
か
」
　
「
贈
与

税
の
計
算
の
仕
方
を
教
え
て
ほ
し

い
」
　
「
医
療
費
控
除
を
受
け
た
い

の
だ
が
」
な
ど
、
税
金
の
相
談
が

多
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、

国
税
局
と
全
国
の
主
要
都
市
に
あ

る
税
務
署
に
「
税
務
相
談
室
」
が

設
け
ら
れ
な
。

　
税
務
相
談
室
、
で
は
、
税
に
つ
い

て
の
知
識
や
経
験
の
豊
富
な
相
談

員
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
親
身
に

な
っ
て
応
じ
て
く
れ
ま
す
。

　
国
税
局
と
新
潟
の
税
務
相
談
室

の
．
電
話
番
号
は
次
の
と
お
り
。

▽
国
税
局
の
相
談
室

　
（
〇
三
）
一
二
六
－
二
八
七
九

▽
新
潟
の
相
談
室

　
（
〇
二
．
五
二
）
二
四
－
三
七
一
〇

夏
の
環
境
美
化
運
動

7
月
1
日
～
7
月
31
日

愛
の
血
液
助
け
合
い
運
動
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まつのやま（2）

農
業
委
員
の
選
挙

　
　
　
　
　
告
示
九
月
二
日
・

松
之
山
町
農
業
委
員
会
委
員
の
　
　
　
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名

任
期
が
　
九
月
三
十
日
で
満
了
に

な
る
こ
と
か
ら
選
挙
が
行
わ
れ
る
。

　
選
挙
に
よ
る
委
員
の
｛
疋
数
は
十

人
、
告
示
予
定
が
九
月
二
日
、
選

挙
執
行
予
定
が
九
月
七
日
に
決
ま

っ
た
。

投
票
九
月
七
日
を
予
定

簿
登
録
人
貝
（
三
月
三
十
一
日
現

在
）
は
、
男
一
、
O
八
二
人
、
女

八
九
六
人
、
計
一
、
九
七
八
人
。

　
農
業
委
員
会
は
、
行
政
機
関
で

あ
る
と
同
時
に
、
一
面
で
は
農
業

お
よ
び
農
業
者
の
利
益
代
表
機
関

と
し
て
の
権
能
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
公
職
選
挙
法
の
準
用

に
よ
る
選
挙
に
よ
っ
て
農
業
者
が
、

自
ら
の
利
益
代
表
者
を
選
ぶ
と
い

う
公
的
に
認
め
ら
れ
た
利
益
代
表

機
関
で
あ
る
．

8月20日力、ら2泊3日

浦田の農家で生活体験

自
然
と
遊
び
、

　
八
月
二
十
日
か
ら
二
泊
三
日
の

日
程
で
、
松
之
山
町
で
山
村
留
学

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
．
。

　
今
回
松
之
山
で
行
わ
れ
る
山
村

留
学
は
、
夏
休
み
中
の
短
期
留
学

で
、
八
月
八
日
か
ら
二
十
五
日
ま

で
、
長
野
県
八
坂
村
の
八
坂
セ
ン

タ
ー
を
中
心
に
行
わ
れ
る
山
村
生

活
の
中
の
一
環
と
し
て
松
之
山
を

訪
れ
る
も
の
．

　
浦
田
の
農
家
五
戸
に
四
人
ず
つ

泊
り
、
農
作
業
（
草
刈
り
や
畑
仕

事
）
家
事
手
伝
い
な
ど
を
し
て
、

松
之
山
の
生
活
を
勉
強
し
て
も
ら

う
。　

こ
れ
を
機
会
に
、
町
で
は
来
年

は
た
ら
く

度
か
ら
本
格
的
な
長
期
山
村
留
学

を
受
け
入
れ
た
い
と
し
て
い
る
。

　
飼
育
て
る
会
で
は
、
自
然
の
中

で
子
供
達
を
解
放
し
「
子
ど
も
ら

し
さ
」
の
回
復
を
は
か
り
、
そ
の

中
か
ら
子
ど
も
自
身
で
の
活
動
を

開
始
さ
せ
る
こ
ど
を
ね
ら
っ
て
、

昭
和
四
十
四
年
か
ら
山
村
留
学
を

実
施
し
て
い
る
．

　
こ
の
事
業
に
参
加
し
た
子
ど
も

達
は
、
見
ち
が
え
る
ほ
ど
た
く
ま

し
く
な
り
、
子
ど
も
ら
し
い
明
か

る
さ
を
と
り
も
ど
す
と
い
わ
れ
、

ま
た
自
然
の
中
で
の
生
活
体
験
は

学
力
の
基
磯
に
も
な
る
こ
と
か
ら
、

都
会
の
父
兄
か
ら
喜
こ
ば
れ
て
い
る
。

町づくりの

論文や絵画に

183点の力作

　
過
疎
で
な
や
む
松
之
山
町
で
は
、

明
か
る
く
住
み
よ
い
町
を
つ
く
ろ

う
と
、
一
般
か
ら
論
文
や
絵
画
を

募
集
し
て
い
た
が
、
た
く
さ
ん
の

作
品
が
寄
せ
ら
れ
関
係
者
を
喜
こ

ば
せ
て
い
る
．

　
町
で
は
本
年
度
中
に
昭
和
六
十

一
年
度
か
ら
七
十
年
度
ま
で
の
総

合
計
画
を
た
て
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
計
画
の
参
考
に
し

た
い
と
、
小
学
生
か
ら
「
町
の
未

来
像
」
の
絵
画
。
中
学
・
高
校
生
、

一
般
か
ら
は
「
明
日
の
町
を
考
え

る
」
の
提
言
と
「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル

ま
っ
の
や
ま
」
の
標
語
を
募
集
し

て
い
た
。

　
絵
．
画
に
は
、
町
内
の
五
小
学
校

か
ら
一
〇
二
点
。
論
文
は
中
学
生

二
〇
点
、
高
校
生
二
四
点
、
一
般

か
ら
三
点
の
計
五
七
点
。
標
語
は

二
四
点
の
力
作
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　
論
文
に
対
す
る
一
般
の
関
心
は

低
か
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
松
之

山
を
背
負
っ
て
も
ら
う
べ
く
高
校

生
か
、
ら
、
新
し
い
意
見
や
建
設
的

な
意
見
、
率
直
な
感
想
が
寄
せ
ら

れ
た
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
が
あ

っ
た
と
喜
こ
ん
で
い
る
。

　
審
査
は
八
月
上
旬
に
行
わ
れ
、

入
賞
者
は
秋
の
農
業
祭
で
表
彰
さ

れ
る
。

松
之
山
町
と
大
島
村
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

　
　
　
　
　
　
六
十
五
歳
以
上
全
員
に

　
県
で
は
、
こ
れ
か
ら
来
る
高
齢

化
杜
会
の
対
策
と
し
て
、
高
齢
化

の
進
ん
で
い
る
松
之
山
町
と
大
島

村
で
、
六
十
五
歳
以
上
の
老
人
全

員
に
「
健
康
に
つ
い
て
」
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
行
な
っ
た
。

　
対
象
者
は
、
松
之
山
町
九
二
〇

人
、
大
島
村
六
八
○
人
の
計
一
、

六
〇
〇
人
。
内
容
は
、
体
や
心
の

健
康
に
つ
い
て
四
〇
項
目
の
質
問
。

ま
た
、
両
町
村
で
健
康
相
談
会
も

行
わ
れ
、
大
勢
の
老
人
が
相
談
に

訪
れ
た
。

（3）まつのやま

　
東
京
葛
飾
と
松
之
山
の
子
供
交

歓
会
が
、
七
月
三
十
一
日
か
ら
八

月
三
日
ま
で
松
之
山
町
で
行
わ
れ

た
。　

葛
飾
の
子
供
達
は
、
七
月
三
十

一
日
午
後
四
時
過
ぎ
、
大
厳
寺
高

原
に
着
き
、
開
会
式
の
あ
と
、
テ

ン
ト
を
は
り
キ
ャ
ン
プ
を
楽
し
ん

だ
聴
写
真
．

　
二
日
目
は
じ
ゃ
が
い
も
掘
り
を

し
て
お
や
つ
に
食
べ
た
り
、
ホ
ウ

の
葉
を
食
器
に
し
て
、
自
分
で
つ

く
っ
た
箸
を
使
っ
て
昼
食
を
と
り
、

夜
は
松
之
山
の
子
供
達
の
家
に
民

泊
。　

三
日
目
は
町
内
の
史
跡
め
ぐ
り
、

川
遊
び
、
も
ち
つ
き
、
わ
ら
ぞ
う

り
造
り
、
花
火
大
会
な
ど
を
し
た
。

　
こ
の
交
歓
会
に
参
加
し
た
児
童

は
、
葛
飾
区
か
ら
七
十
四
人
、
松

之
山
か
ら
六
十
一
人
で
、
松
之
山

の
自
然
の
中
で
三
泊
四
日
の
楽
し

い
行
事
に
、
子
供
達
は
ま
っ
黒
に

日
や
け
し
な
が
ら
交
流
を
深
め
た
。

　
こ
の
交
歓
会
も
今
年
で
三
年
目

と
な
り
、
夏
は
葛
飾
の
子
供
達
が

松
之
山
で
、
春
に
は
松
之
山
の
子

供
達
が
葛
飾
で
交
流
し
て
い
る
。

r葛飾・松之山」子ども交歓会

キ》ンプや川遊び楽しむ

第10回町民体育大会

松里チーム優勝

　
第
十
回
町
民
体
育
大
会
が
、
七

月
二
十
八
日
松
之
山
中
学
校
グ
ラ

ン
ド
で
開
か
れ
た
“
写
真
。

　
幼
児
か
ら
お
年
寄
ま
で
参
加
す

る
種
目
が
あ
り
、
地
区
対
抗
戦
で

行
わ
れ
毎
年
熱
の
入
っ
た
大
会
と

な
っ
て
い
る
。

　
総
合
成
績
は
、
①
松
里
（
一
二

三
点
）
②
浦
田
（
一
五
六
点
）
③

布
川
（
一
三
三
点
）
④
松
之
山
（
一

一
六
点
）
⑤
三
省
（
九
七
点
）

　
団
体
競
技
成
績

▼
紅
白
玉
入
れ
①
布
川
②
三
省
③

　
松
里
④
浦
田
⑤
松
之
山
。

▼
宝
箱
は
こ
び
①
松
里
・
浦
田
③

　
松
之
山
④
布
川
⑤
三
省
。

▼
う
ず
ま
き
リ
レ
ー
①
布
川
②
松

　
里
③
三
省
④
浦
田
⑤
松
之
山
。

▼
絹
引
き
①
松
里
②
浦
田
③
松
之

　
山
・
三
省
・
布
川
。

▼
玉
は
二
び
リ
レ
ー
①
布
川
②
松

　
里
③
松
之
山
④
三
省
⑤
浦
田
。

▼
縄
な
い
リ
レ
ー
①
浦
田
②
布
川

　
③
三
省
④
松
里
⑤
松
之
山
。

▼
女
子
リ
レ
ー
①
松
里
②
浦
田
③

　
松
之
山
④
布
川
⑤
三
省
。

▼
男
子
リ
レ
ー
①
松
里
②
浦
田
③

　
松
之
山
④
布
川
⑤
三
省
。

大
厳
寺
高
原

キ
ャ
ン
プ
で
賑
わ
う

　
今
年
の
夏
は
猛
暑
と
な
り
、
大

厳
寺
高
原
キ
ャ
ン
プ
場
は
、
子
供

達
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

　
七
月
末
ま
で
に
約
二
千
人
が
こ

の
キ
ャ
ン
プ
場
を
利
用
し
て
お
り
、

八
月
に
は
千
五
百
人
を
超
え
る
予

約
が
来
て
、
今
シ
ー
ズ
ン
の
利
用

客
は
三
千
五
百
人
を
上
回
る
盛
況
。

　
七
月
二
十
五
日
に
は
、
超
満
貝

の
六
十
七
の
テ
ン
ト
が
張
ら
れ
る

大
盛
況
と
な
っ
た
。
キ
ャ
ン
プ
場

の
申
し
込
み
は
、
大
厳
寺
の
管
理

棟
”
台
六
ー
二
九
九
四
番
へ
。

訪
問
販
売
に
ご
注
意

　
ち
か
ご
ろ
、
電
力
会
社
の
社
貝

で
あ
る
か
の
よ
う
な
口
振
り
、
服
．

装
で
半
強
制
的
に
ト
イ
レ
フ
ァ
ン

の
取
付
を
し
て
い
く
訪
問
販
売
や

悪
質
な
消
火
器
販
売
が
出
没
し
て

い
る
。

　
東
北
電
力
で
は
、
電
気
製
品
の

販
売
は
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

よ
う
な
販
売
員
に
は
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
と
呼
び
か
け
て
い
る
。

　
ま
た
、
と
く
に
悪
質
な
訪
問
販

売
に
つ
い
て
は
、
一
一
〇
番
（
警

察
）
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
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まつのやま（2）

農
業
委
員
の
選
挙

　
　
　
　
　
告
示
九
月
二
日
・

松
之
山
町
農
業
委
員
会
委
員
の
　
　
　
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名

任
期
が
　
九
月
三
十
日
で
満
了
に

な
る
こ
と
か
ら
選
挙
が
行
わ
れ
る
。

　
選
挙
に
よ
る
委
員
の
｛
疋
数
は
十

人
、
告
示
予
定
が
九
月
二
日
、
選

挙
執
行
予
定
が
九
月
七
日
に
決
ま

っ
た
。

投
票
九
月
七
日
を
予
定

簿
登
録
人
貝
（
三
月
三
十
一
日
現

在
）
は
、
男
一
、
O
八
二
人
、
女

八
九
六
人
、
計
一
、
九
七
八
人
。

　
農
業
委
員
会
は
、
行
政
機
関
で

あ
る
と
同
時
に
、
一
面
で
は
農
業

お
よ
び
農
業
者
の
利
益
代
表
機
関

と
し
て
の
権
能
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
公
職
選
挙
法
の
準
用

に
よ
る
選
挙
に
よ
っ
て
農
業
者
が
、

自
ら
の
利
益
代
表
者
を
選
ぶ
と
い

う
公
的
に
認
め
ら
れ
た
利
益
代
表

機
関
で
あ
る
．

8月20日力、ら2泊3日

浦田の農家で生活体験

自
然
と
遊
び
、

　
八
月
二
十
日
か
ら
二
泊
三
日
の

日
程
で
、
松
之
山
町
で
山
村
留
学

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
．
。

　
今
回
松
之
山
で
行
わ
れ
る
山
村

留
学
は
、
夏
休
み
中
の
短
期
留
学

で
、
八
月
八
日
か
ら
二
十
五
日
ま

で
、
長
野
県
八
坂
村
の
八
坂
セ
ン

タ
ー
を
中
心
に
行
わ
れ
る
山
村
生

活
の
中
の
一
環
と
し
て
松
之
山
を

訪
れ
る
も
の
．

　
浦
田
の
農
家
五
戸
に
四
人
ず
つ

泊
り
、
農
作
業
（
草
刈
り
や
畑
仕

事
）
家
事
手
伝
い
な
ど
を
し
て
、

松
之
山
の
生
活
を
勉
強
し
て
も
ら

う
。　

こ
れ
を
機
会
に
、
町
で
は
来
年

は
た
ら
く

度
か
ら
本
格
的
な
長
期
山
村
留
学

を
受
け
入
れ
た
い
と
し
て
い
る
。

　
飼
育
て
る
会
で
は
、
自
然
の
中

で
子
供
達
を
解
放
し
「
子
ど
も
ら

し
さ
」
の
回
復
を
は
か
り
、
そ
の

中
か
ら
子
ど
も
自
身
で
の
活
動
を

開
始
さ
せ
る
こ
ど
を
ね
ら
っ
て
、

昭
和
四
十
四
年
か
ら
山
村
留
学
を

実
施
し
て
い
る
．

　
こ
の
事
業
に
参
加
し
た
子
ど
も

達
は
、
見
ち
が
え
る
ほ
ど
た
く
ま

し
く
な
り
、
子
ど
も
ら
し
い
明
か

る
さ
を
と
り
も
ど
す
と
い
わ
れ
、

ま
た
自
然
の
中
で
の
生
活
体
験
は

学
力
の
基
磯
に
も
な
る
こ
と
か
ら
、

都
会
の
父
兄
か
ら
喜
こ
ば
れ
て
い
る
。

町づくりの

論文や絵画に

183点の力作

　
過
疎
で
な
や
む
松
之
山
町
で
は
、

明
か
る
く
住
み
よ
い
町
を
つ
く
ろ

う
と
、
一
般
か
ら
論
文
や
絵
画
を

募
集
し
て
い
た
が
、
た
く
さ
ん
の

作
品
が
寄
せ
ら
れ
関
係
者
を
喜
こ

ば
せ
て
い
る
．

　
町
で
は
本
年
度
中
に
昭
和
六
十

一
年
度
か
ら
七
十
年
度
ま
で
の
総

合
計
画
を
た
て
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
計
画
の
参
考
に
し

た
い
と
、
小
学
生
か
ら
「
町
の
未

来
像
」
の
絵
画
。
中
学
・
高
校
生
、

一
般
か
ら
は
「
明
日
の
町
を
考
え

る
」
の
提
言
と
「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル

ま
っ
の
や
ま
」
の
標
語
を
募
集
し

て
い
た
。

　
絵
．
画
に
は
、
町
内
の
五
小
学
校

か
ら
一
〇
二
点
。
論
文
は
中
学
生

二
〇
点
、
高
校
生
二
四
点
、
一
般

か
ら
三
点
の
計
五
七
点
。
標
語
は

二
四
点
の
力
作
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　
論
文
に
対
す
る
一
般
の
関
心
は

低
か
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
松
之

山
を
背
負
っ
て
も
ら
う
べ
く
高
校

生
か
、
ら
、
新
し
い
意
見
や
建
設
的

な
意
見
、
率
直
な
感
想
が
寄
せ
ら

れ
た
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
が
あ

っ
た
と
喜
こ
ん
で
い
る
。

　
審
査
は
八
月
上
旬
に
行
わ
れ
、

入
賞
者
は
秋
の
農
業
祭
で
表
彰
さ

れ
る
。

松
之
山
町
と
大
島
村
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

　
　
　
　
　
　
六
十
五
歳
以
上
全
員
に

　
県
で
は
、
こ
れ
か
ら
来
る
高
齢

化
杜
会
の
対
策
と
し
て
、
高
齢
化

の
進
ん
で
い
る
松
之
山
町
と
大
島

村
で
、
六
十
五
歳
以
上
の
老
人
全

員
に
「
健
康
に
つ
い
て
」
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
行
な
っ
た
。

　
対
象
者
は
、
松
之
山
町
九
二
〇

人
、
大
島
村
六
八
○
人
の
計
一
、

六
〇
〇
人
。
内
容
は
、
体
や
心
の

健
康
に
つ
い
て
四
〇
項
目
の
質
問
。

ま
た
、
両
町
村
で
健
康
相
談
会
も

行
わ
れ
、
大
勢
の
老
人
が
相
談
に

訪
れ
た
。

（3）まつのやま

　
東
京
葛
飾
と
松
之
山
の
子
供
交

歓
会
が
、
七
月
三
十
一
日
か
ら
八

月
三
日
ま
で
松
之
山
町
で
行
わ
れ

た
。　

葛
飾
の
子
供
達
は
、
七
月
三
十

一
日
午
後
四
時
過
ぎ
、
大
厳
寺
高

原
に
着
き
、
開
会
式
の
あ
と
、
テ

ン
ト
を
は
り
キ
ャ
ン
プ
を
楽
し
ん

だ
聴
写
真
．

　
二
日
目
は
じ
ゃ
が
い
も
掘
り
を

し
て
お
や
つ
に
食
べ
た
り
、
ホ
ウ

の
葉
を
食
器
に
し
て
、
自
分
で
つ

く
っ
た
箸
を
使
っ
て
昼
食
を
と
り
、

夜
は
松
之
山
の
子
供
達
の
家
に
民

泊
。　

三
日
目
は
町
内
の
史
跡
め
ぐ
り
、

川
遊
び
、
も
ち
つ
き
、
わ
ら
ぞ
う

り
造
り
、
花
火
大
会
な
ど
を
し
た
。

　
こ
の
交
歓
会
に
参
加
し
た
児
童

は
、
葛
飾
区
か
ら
七
十
四
人
、
松

之
山
か
ら
六
十
一
人
で
、
松
之
山

の
自
然
の
中
で
三
泊
四
日
の
楽
し

い
行
事
に
、
子
供
達
は
ま
っ
黒
に

日
や
け
し
な
が
ら
交
流
を
深
め
た
。

　
こ
の
交
歓
会
も
今
年
で
三
年
目

と
な
り
、
夏
は
葛
飾
の
子
供
達
が

松
之
山
で
、
春
に
は
松
之
山
の
子

供
達
が
葛
飾
で
交
流
し
て
い
る
。

r葛飾・松之山」子ども交歓会

キ》ンプや川遊び楽しむ

第10回町民体育大会

松里チーム優勝

　
第
十
回
町
民
体
育
大
会
が
、
七

月
二
十
八
日
松
之
山
中
学
校
グ
ラ

ン
ド
で
開
か
れ
た
“
写
真
。

　
幼
児
か
ら
お
年
寄
ま
で
参
加
す

る
種
目
が
あ
り
、
地
区
対
抗
戦
で

行
わ
れ
毎
年
熱
の
入
っ
た
大
会
と

な
っ
て
い
る
。

　
総
合
成
績
は
、
①
松
里
（
一
二

三
点
）
②
浦
田
（
一
五
六
点
）
③

布
川
（
一
三
三
点
）
④
松
之
山
（
一

一
六
点
）
⑤
三
省
（
九
七
点
）

　
団
体
競
技
成
績

▼
紅
白
玉
入
れ
①
布
川
②
三
省
③

　
松
里
④
浦
田
⑤
松
之
山
。

▼
宝
箱
は
こ
び
①
松
里
・
浦
田
③

　
松
之
山
④
布
川
⑤
三
省
。

▼
う
ず
ま
き
リ
レ
ー
①
布
川
②
松

　
里
③
三
省
④
浦
田
⑤
松
之
山
。

▼
絹
引
き
①
松
里
②
浦
田
③
松
之

　
山
・
三
省
・
布
川
。

▼
玉
は
二
び
リ
レ
ー
①
布
川
②
松

　
里
③
松
之
山
④
三
省
⑤
浦
田
。

▼
縄
な
い
リ
レ
ー
①
浦
田
②
布
川

　
③
三
省
④
松
里
⑤
松
之
山
。

▼
女
子
リ
レ
ー
①
松
里
②
浦
田
③

　
松
之
山
④
布
川
⑤
三
省
。

▼
男
子
リ
レ
ー
①
松
里
②
浦
田
③

　
松
之
山
④
布
川
⑤
三
省
。

大
厳
寺
高
原

キ
ャ
ン
プ
で
賑
わ
う

　
今
年
の
夏
は
猛
暑
と
な
り
、
大

厳
寺
高
原
キ
ャ
ン
プ
場
は
、
子
供

達
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

　
七
月
末
ま
で
に
約
二
千
人
が
こ

の
キ
ャ
ン
プ
場
を
利
用
し
て
お
り
、

八
月
に
は
千
五
百
人
を
超
え
る
予

約
が
来
て
、
今
シ
ー
ズ
ン
の
利
用

客
は
三
千
五
百
人
を
上
回
る
盛
況
。

　
七
月
二
十
五
日
に
は
、
超
満
貝

の
六
十
七
の
テ
ン
ト
が
張
ら
れ
る

大
盛
況
と
な
っ
た
。
キ
ャ
ン
プ
場

の
申
し
込
み
は
、
大
厳
寺
の
管
理

棟
”
台
六
ー
二
九
九
四
番
へ
。

訪
問
販
売
に
ご
注
意

　
ち
か
ご
ろ
、
電
力
会
社
の
社
貝

で
あ
る
か
の
よ
う
な
口
振
り
、
服
．

装
で
半
強
制
的
に
ト
イ
レ
フ
ァ
ン

の
取
付
を
し
て
い
く
訪
問
販
売
や

悪
質
な
消
火
器
販
売
が
出
没
し
て

い
る
。

　
東
北
電
力
で
は
、
電
気
製
品
の

販
売
は
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

よ
う
な
販
売
員
に
は
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
と
呼
び
か
け
て
い
る
。

　
ま
た
、
と
く
に
悪
質
な
訪
問
販

売
に
つ
い
て
は
、
一
一
〇
番
（
警

察
）
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
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技能士への道

訓練生を募集
県立職業訓練校

　
県
立
高
等
職
業
訓
練
校
で
は
、

昭
和
六
十
年
度
の
訓
練
生
の
募
集

を
行
う
．

　
応
募
の
受
付
け
は
、
高
卒
対
象

の
普
通
訓
練
課
程
（
二
類
）
が
九

月
二
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
。

中
卒
対
象
の
専
修
訓
練
課
程
と
普

通
訓
練
課
程
（
一
類
）
が
十
月
十

四
日
か
ら
十
一
月
九
日
ま
、
で
。

　
願
書
は
、
も
よ
り
の
公
共
職
業

安
定
所
を
経
由
し
て
職
業
訓
練
校

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
選
考
日
（
学
科
試
験
は
国
語
と

数
学
）
は
、
高
卒
課
程
が
十
月
十

四
日
、
中
卒
課
程
が
十
一
月
二
十

五
日
。

　
募
集
定
員
は
、
合
計
六
一
五
人
。

期
間
は
、
普
通
二
類
と
専
修
課
程

が
一
年
、
普
通
一
類
が
二
年
間
。

　
く
わ
し
く
は
、
県
立
高
等
職
業

訓
練
高
か
公
共
職
業
安
定
所
に
、

お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

’85秋の受講生募集
申込締切　60年10月10日（通信講座）

　
N
H
K
学
園
は
、
昭
和
三
十
七

年
に
設
立
さ
れ
、
全
国
を
一
学
区

と
す
る
広
域
の
通
信
制
高
等
学
校

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
二
万
八
千
人

の
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
昭
和
五
十
年
か
ら
、
生

涯
学
習
の
高
ま
り
と
要
望
に
応
え

通
信
に
よ
る
生
涯
学
習
講
座
と
し

て
、
古
典
・
書
道
・
楽
し
い
母
と

子
の
書
き
方
、
文
章
・
短
歌
・
俳

句
、
硬
筆
・
英
語
・
絵
画
・
美
く

し
い
日
本
語
・
国
語
・
ビ
デ
オ
カ

メ
ラ
．
フ
ァ
、
、
・
リ
ー
写
真
・
簿
記
・

数
学
・
囲
碁
の
十
六
講
座
五
十
コ

ー
ス
の
多
彩
な
講
座
を
開
設
し
て

い
る
。

　
詳
し
い
案
内
書
は
、
お
近
く
の

N
H
K
放
送
局
か
N
H
K
学
園
ヘ

ハ
ガ
キ
で
請
求
く
だ
さ
い
（
案
内

書
は
無
料
）
．

N
H
K
学
園
は
、
〒
1
8
6
・
東

京
都
国
立
市
富
士
見
台
2
1
3
6
。

　
　
納
入
業
者
の

　
　
選
定
説
明
会

▽
期
日

　
八
月
十
二
日
（
月
）

▽
場
所
．

　
津
南
町
役
場
大
会
議
室

▽
時
間

　
第
｝
部
”
午
前
十
時
～
十
一
時

　
第
二
部
爬
午
後
一
時
ー
二
時

▽
案
内

　
第
一
部
は
、
消
費
食
材
関
連
業

　
者
（
生
鮮
食
品
関
係
）

　
第
二
部
は
、
一
般
消
費
関
連
業

　
者
（
燃
料
・
売
店
商
品
・
酒
販

飲
料
等
）

▽
連
絡
先

　
グ
リ
ン
ピ
ア
津
南
開
業
準
備
事

　
務
所
（
台
〇
二
五
七
－
六
五
－

四
六
二
）

あの
　「東洋の魔女」の

キャブテンが語る
　　　　9月1日（日）

　　午後1時30分より

自然休養村センター

『
勝
つ
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
』

　
大
松
監
督
の
教
え
と
私
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論

囹
講
師
　
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
金
メ
ダ
リ
ス
ト

　
　
元
全
日
本
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン

　
中
村
昌
枝
さ
ん
（
旧
姓
河
西
）

　
中
村
（
旧
姓
河
西
）
さ
ん
は
、

中
学
時
代
よ
り
、
、
ハ
レ
ー
ボ
ー
ル
を

始
め
ニ
チ
ボ
ー
貝
塚
の
キ
ャ
プ
テ

ン
と
し
て
、
国
内
や
国
外
の
優
勝

は
数
え
切
れ
な
い
。
特
に
昭
和
三

十
四
年
か
ら
の
六
年
間
は
、
内
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
催
一

を
問
わ
ず
負
け
知
ら
ず
の
一
七
四

連
勝
を
記
録
し
て
い
る
。

　
昭
和
三
十
九
年
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
は
、
宿
敵
ソ
連
を
破
り

金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
。
昭
和
四

十
年
に
結
婚
し
て
二
男
一
女
の
母
。

松
之
山
町
商
工
会
青
年
部
・
婦
人
部

（5）まつのやま

生
活
保
護
法
の
最
低
生
活
費

　
　
　
　
四
人
家
族
一
カ
月

　
生
活
保
護
法
で
み
た
、
松
之
山

町
に
お
け
る
標
準
四
人
家
族
（
夫

三
十
五
歳
、
妻
三
十
歳
、
長
男
九

歳
、
長
女
四
歳
）
の
一
カ
月
の
最

低
生
活
費
は
十
二
万
九
千
三
百
六

十
円
と
な
り
ま
す
。

　
生
活
保
護
制
度
は
、
生
活
に
一

時
困
っ
て
い
る
人
に
、
そ
の
困
っ

て
い
る
程
度
に
よ
り
、
国
が
定
め

た
最
低
生
活
費
を
保
障
し
て
く
れ

る
制
度
で
す
．

　
生
活
費
は
、
全
額
国
が
負
担
す

る
た
め
、
こ
れ
を
受
け
る
に
は
常

に
そ
の
人
の
働
け
る
能
力
に
応
じ

労
力
援
助
や
活
用
で
き
る
自
己
財

最低生活費と収入との対比

十
二
万
九
、
三
六
〇
円

産
を
全
部
活
用
し
、
年
金
や
恩
給

は
す
べ
て
、
そ
の
人
の
生
活
費
に

充
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
で
も
な
お
最
低
生
活
が
営

ま
れ
な
い
場
合
に
、
そ
の
不
足
分

を
国
が
援
助
し
て
く
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
中
に
は
生
活
扶
助
、

教
育
扶
助
、
住
宅
扶
助
、
医
療
扶

助
、
葬
祭
扶
助
が
あ
り
ま
す
。

　
も
し
、
不
幸
に
し
て
生
活
に
困

る
よ
う
な
人
は
、
民
生
委
員
さ
ん

か
役
場
の
福
祉
係
に
聞
い
て
く
だ

さ
い
。

最低生活費

天］

世
帯
を

　
単
位
と
し
て
計
算

縫
讐
難
⑤
魔
．
入
院

翻
溶
　
観
園
闇
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇒

住
し
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
場

合
は
、
そ
れ
が
親
族
ば
か
り
で
な

く
他
人
が
入
っ
て
い
て
も
、
そ
れ

ら
の
者
す
べ
て
を
一
つ
の
単
位
と

し
て
い
ま
す
。

（努雑艦難護駝篇’）

保護費入収

最　低　生　活　費

（餐灘警簿警回るため’保）

　　収

　
　
　
　
　
　
世
　
　
1

唆
帯
妻
　
人
牲

鍵
長
長
伽
麟
励

勲
　
の

計
　
　
月

の
　
　
ヵ

　
　
　
の
　
は

費
　
で
の
費
四

活
　
町
帯
活
3
6

生
　
加
醒
魚

低
　
松
4
最
1
2

最
　
　
｝

　
　
　
歳
歳
歳
歳

　
　
　
3
5
3
0
9
4

　
　
　
主
、
男
女

　
　
　
帯
妻

　
㊥
世
　
長
長

小 円

⇒
，料

学 1，690
等

生
医

中 円 療

学 3，340

生 費

最低生活費

帯主…26，630円

妻…26，630円
　　男…24，260円
　　女…17，960円
、世帯…32，190円

　　し…　　　0円
生1人…1，690円

　　し…　　　0円

計129，360円

③

額算加

②

生活扶助暮準
（2類費）碁準額

①

生活扶助基準
（1類費）基準額

加算できる対象者 加算額

老 70歳以上
15，106q

人 68，69歳の
病弱者

11，300

身体障害者
身 手帳の1級 22，700

の者　（注）
体 身体障害者
障 手帳の2級 22，700

の者害 身体障害者
者 手帳の3級 15，100

の・者

18歳未満の

母 子1人の場
ム

19，600

口

子 18歳未満の
子2人の場 21，170

世 ム
ロ

帯 3人以上の
18歳未満の
子1人にっ

780
き力日える額

⇒

人　員 3級地

1　人
‘円

24，210

2　人 26，740

『
3
　
人 29，630

4　人 32，190

5人以
上1人
を増す

ごとに

加算す
る額

360

⇒

年　齢 3級地
0～歳 9，950

1～2 14，500

3～5 17，960

6～8 21，330

9～11 24，260

12～14 29，310

15～17 31，500

18～19 27，960

20～40 26，630

41～59 25，430

60～64 24，040

65～ 25，010
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技能士への道

訓練生を募集
県立職業訓練校

　
県
立
高
等
職
業
訓
練
校
で
は
、

昭
和
六
十
年
度
の
訓
練
生
の
募
集

を
行
う
．

　
応
募
の
受
付
け
は
、
高
卒
対
象

の
普
通
訓
練
課
程
（
二
類
）
が
九

月
二
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
。

中
卒
対
象
の
専
修
訓
練
課
程
と
普

通
訓
練
課
程
（
一
類
）
が
十
月
十

四
日
か
ら
十
一
月
九
日
ま
、
で
。

　
願
書
は
、
も
よ
り
の
公
共
職
業

安
定
所
を
経
由
し
て
職
業
訓
練
校

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
選
考
日
（
学
科
試
験
は
国
語
と

数
学
）
は
、
高
卒
課
程
が
十
月
十

四
日
、
中
卒
課
程
が
十
一
月
二
十

五
日
。

　
募
集
定
員
は
、
合
計
六
一
五
人
。

期
間
は
、
普
通
二
類
と
専
修
課
程

が
一
年
、
普
通
一
類
が
二
年
間
。

　
く
わ
し
く
は
、
県
立
高
等
職
業

訓
練
高
か
公
共
職
業
安
定
所
に
、

お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

’85秋の受講生募集
申込締切　60年10月10日（通信講座）

　
N
H
K
学
園
は
、
昭
和
三
十
七

年
に
設
立
さ
れ
、
全
国
を
一
学
区

と
す
る
広
域
の
通
信
制
高
等
学
校

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
二
万
八
千
人

の
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
昭
和
五
十
年
か
ら
、
生

涯
学
習
の
高
ま
り
と
要
望
に
応
え

通
信
に
よ
る
生
涯
学
習
講
座
と
し

て
、
古
典
・
書
道
・
楽
し
い
母
と

子
の
書
き
方
、
文
章
・
短
歌
・
俳

句
、
硬
筆
・
英
語
・
絵
画
・
美
く

し
い
日
本
語
・
国
語
・
ビ
デ
オ
カ

メ
ラ
．
フ
ァ
、
、
・
リ
ー
写
真
・
簿
記
・

数
学
・
囲
碁
の
十
六
講
座
五
十
コ

ー
ス
の
多
彩
な
講
座
を
開
設
し
て

い
る
。

　
詳
し
い
案
内
書
は
、
お
近
く
の

N
H
K
放
送
局
か
N
H
K
学
園
ヘ

ハ
ガ
キ
で
請
求
く
だ
さ
い
（
案
内

書
は
無
料
）
．

N
H
K
学
園
は
、
〒
1
8
6
・
東

京
都
国
立
市
富
士
見
台
2
1
3
6
。

　
　
納
入
業
者
の

　
　
選
定
説
明
会

▽
期
日

　
八
月
十
二
日
（
月
）

▽
場
所
．

　
津
南
町
役
場
大
会
議
室

▽
時
間

　
第
｝
部
”
午
前
十
時
～
十
一
時

　
第
二
部
爬
午
後
一
時
ー
二
時

▽
案
内

　
第
一
部
は
、
消
費
食
材
関
連
業

　
者
（
生
鮮
食
品
関
係
）

　
第
二
部
は
、
一
般
消
費
関
連
業

　
者
（
燃
料
・
売
店
商
品
・
酒
販

飲
料
等
）

▽
連
絡
先

　
グ
リ
ン
ピ
ア
津
南
開
業
準
備
事

　
務
所
（
台
〇
二
五
七
－
六
五
－

四
六
二
）

あの
　「東洋の魔女」の

キャブテンが語る
　　　　9月1日（日）

　　午後1時30分より

自然休養村センター

『
勝
つ
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
』

　
大
松
監
督
の
教
え
と
私
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論

囹
講
師
　
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
金
メ
ダ
リ
ス
ト

　
　
元
全
日
本
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン

　
中
村
昌
枝
さ
ん
（
旧
姓
河
西
）

　
中
村
（
旧
姓
河
西
）
さ
ん
は
、

中
学
時
代
よ
り
、
、
ハ
レ
ー
ボ
ー
ル
を

始
め
ニ
チ
ボ
ー
貝
塚
の
キ
ャ
プ
テ

ン
と
し
て
、
国
内
や
国
外
の
優
勝

は
数
え
切
れ
な
い
。
特
に
昭
和
三

十
四
年
か
ら
の
六
年
間
は
、
内
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
催
一

を
問
わ
ず
負
け
知
ら
ず
の
一
七
四

連
勝
を
記
録
し
て
い
る
。

　
昭
和
三
十
九
年
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
は
、
宿
敵
ソ
連
を
破
り

金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
。
昭
和
四

十
年
に
結
婚
し
て
二
男
一
女
の
母
。

松
之
山
町
商
工
会
青
年
部
・
婦
人
部

（5）まつのやま

生
活
保
護
法
の
最
低
生
活
費

　
　
　
　
四
人
家
族
一
カ
月

　
生
活
保
護
法
で
み
た
、
松
之
山

町
に
お
け
る
標
準
四
人
家
族
（
夫

三
十
五
歳
、
妻
三
十
歳
、
長
男
九

歳
、
長
女
四
歳
）
の
一
カ
月
の
最

低
生
活
費
は
十
二
万
九
千
三
百
六

十
円
と
な
り
ま
す
。

　
生
活
保
護
制
度
は
、
生
活
に
一

時
困
っ
て
い
る
人
に
、
そ
の
困
っ

て
い
る
程
度
に
よ
り
、
国
が
定
め

た
最
低
生
活
費
を
保
障
し
て
く
れ

る
制
度
で
す
．

　
生
活
費
は
、
全
額
国
が
負
担
す

る
た
め
、
こ
れ
を
受
け
る
に
は
常

に
そ
の
人
の
働
け
る
能
力
に
応
じ

労
力
援
助
や
活
用
で
き
る
自
己
財

最低生活費と収入との対比

十
二
万
九
、
三
六
〇
円

産
を
全
部
活
用
し
、
年
金
や
恩
給

は
す
べ
て
、
そ
の
人
の
生
活
費
に

充
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
で
も
な
お
最
低
生
活
が
営

ま
れ
な
い
場
合
に
、
そ
の
不
足
分

を
国
が
援
助
し
て
く
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
中
に
は
生
活
扶
助
、

教
育
扶
助
、
住
宅
扶
助
、
医
療
扶

助
、
葬
祭
扶
助
が
あ
り
ま
す
。

　
も
し
、
不
幸
に
し
て
生
活
に
困

る
よ
う
な
人
は
、
民
生
委
員
さ
ん

か
役
場
の
福
祉
係
に
聞
い
て
く
だ

さ
い
。

最低生活費

天］

世
帯
を

　
単
位
と
し
て
計
算

縫
讐
難
⑤
魔
．
入
院

翻
溶
　
観
園
闇
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇒

住
し
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
場

合
は
、
そ
れ
が
親
族
ば
か
り
で
な

く
他
人
が
入
っ
て
い
て
も
、
そ
れ

ら
の
者
す
べ
て
を
一
つ
の
単
位
と

し
て
い
ま
す
。

（努雑艦難護駝篇’）

保護費入収

最　低　生　活　費

（餐灘警簿警回るため’保）

　　収

　
　
　
　
　
　
世
　
　
1

唆
帯
妻
　
人
牲

鍵
長
長
伽
麟
励

勲
　
の

計
　
　
月

の
　
　
ヵ

　
　
　
の
　
は

費
　
で
の
費
四

活
　
町
帯
活
3
6

生
　
加
醒
魚

低
　
松
4
最
1
2

最
　
　
｝

　
　
　
歳
歳
歳
歳

　
　
　
3
5
3
0
9
4

　
　
　
主
、
男
女

　
　
　
帯
妻

　
㊥
世
　
長
長

小 円

⇒
，料

学 1，690
等

生
医

中 円 療

学 3，340

生 費

最低生活費

帯主…26，630円

妻…26，630円
　　男…24，260円
　　女…17，960円
、世帯…32，190円

　　し…　　　0円
生1人…1，690円

　　し…　　　0円

計129，360円

③

額算加

②

生活扶助暮準
（2類費）碁準額

①

生活扶助基準
（1類費）基準額

加算できる対象者 加算額

老 70歳以上
15，106q

人 68，69歳の
病弱者

11，300

身体障害者
身 手帳の1級 22，700

の者　（注）
体 身体障害者
障 手帳の2級 22，700

の者害 身体障害者
者 手帳の3級 15，100

の・者

18歳未満の

母 子1人の場
ム

19，600

口

子 18歳未満の
子2人の場 21，170

世 ム
ロ

帯 3人以上の
18歳未満の
子1人にっ

780
き力日える額

⇒

人　員 3級地

1　人
‘円

24，210

2　人 26，740

『
3
　
人 29，630

4　人 32，190

5人以
上1人
を増す

ごとに

加算す
る額

360

⇒

年　齢 3級地
0～歳 9，950

1～2 14，500

3～5 17，960

6～8 21，330

9～11 24，260

12～14 29，310

15～17 31，500

18～19 27，960

20～40 26，630

41～59 25，430

60～64 24，040

65～ 25，010
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ー
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国
保
の
税
率
決
ま
る

　
国
民
健
康
保
険
制
度
を
維
持
し

て
い
く
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
に
納

め
て
い
た
だ
く
保
険
税
が
そ
の
基

本
に
な
り
ま
す
。
保
険
税
を
納
め

る
こ
と
舷
、
被
保
険
者
の
義
務
で

す
。
期
日
ど
お
り
に
必
ず
納
め
る

よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。

　
国
保
の
場
合
、
保
険
税
の
額
は
、

基
本
的
に
は
、
そ
の
年
の
医
療
費

が
ど
の
く
ら
い
に
な
る
か
を
予
測

し
た
上
で
税
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

医
療
費
が
ふ
え
れ
ば
当
然
保
険
税

も
ふ
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
医

療
費
の
節
約
を
し
ま
し
よ
う
。

60年度国民健康保険税率

区　分 税　　　　　　　率

所得割 所得金額10，000円について　410円

資産割 固定資産税（土地・家屋）
額10，000円について　　　4・320円

均等割 加入者1人について　　　12，650円

平等割 1世帯について　　　　15，700円

四
月
か
ら
六
月
ま
で

暫
定
保
険
税

　
今
年
度
の
正
式
な
保
険
税
が
決

ま
り
ま
し
た
。
保
険
税
は
、
前
年

分
の
所
得
や
固
定
資
産
税
な
ど
を

　
「
賦
課
基
準
」
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
前
年
度
の
所
得
が
決
定

さ
れ
る
ま
で
の
四
月
か
ら
六
月
ま

で
は
、
暫
定
保
険
税
と
し
て
、
前

年
度
の
保
険
税
の
十
二
分
の
『
の

額
を
月
額
と
し
て
い
ま
し
た
。

七
月
か
ら

新
し
い
保
険
税

　
七
月
か
ら
新
し
い
保
険
税
の
納

付
書
が
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
届
け

ら
れ
ま
し
た
が
、
今
年
度
の
税
を

決
め
る
税
率
は
表
の
と
お
り
で
す
。

こ
れ
ら
四
つ
の
合
計
額
が
、
今
年

度
の
保
険
税
で
す
．

　
し
月
か
ら
の
保
険
税
は
、
四
月

か
ら
六
月
ま
で
の
「
暫
定
保
険
税

を
差
引
い
て
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
高
限
度
額
は

年
間
三
十
五
万
円

　
保
険
税
は
、
世
帯
主
が
国
保
に

加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
世
帯
主

に
皿
括
賦
課
さ
れ
、
賦
課
額
の
算

定
は
世
帯
主
の
所
得
や
資
産
、
お

よ
び
加
入
者
の
所
得
、
資
産
に
つ

い
て
も
対
象
と
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
世
帯
主
が
加
入
者
で
な
い
場

合
（
擬
制
世
帯
）
は
、
世
帯
主
の

分
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
一
世
帯
あ
た
り
の
年
間
保

険
税
の
最
高
限
度
額
は
、
三
十
五

万
円
で
す
。

所
得
の
低
い
世
帯
は

保
険
税
を
割
引

　
所
得
の
低
い
世
帯
に
は
、
保
険

ヨ
し
ぐ
コ
　
　
ヨ

私
力
翻
り
き
さ
れ
ま
す
。
割
引
き

の
額
、
条
件
な
ど
は
表
の
と
お
り

で
す
。

　
な
お
、
こ
の
割
引
き
は
所
得
の

申
告
が
な
い
と
該
当
に
な
り
ま
せ

ん
。
国
保
係
で
も
所
得
の
照
会
を

行
な
い
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は
必

ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
税
の
算
定
方
法

　
次
に
掲
げ
た
例
は
、
国
保
に
三

人
加
入
さ
れ
て
い
る
世
帯
で
、
五

十
九
年
の
三
人
の
所
得
合
計
額
が

百
三
十
二
万
円
、
六
十
年
度
の
固

定
資
産
税
額
が
一
万
三
干
円
と
い

う
世
帯
の
も
の
で
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
決
め
ら
れ
た
税
率
を

か
け
、
均
当
割
と
平
等
割
を
合
算

し
て
出
て
き
た
年
間
保
険
税
は
、

十
一
万
三
干
八
百
三
十
円
で
す
。

四
月
か
ら
六
月
の
三
ヵ
月
で
二
万

五
千
二
百
円
を
納
め
て
い
ま
す
の

で
、
残
り
の
八
万
八
千
六
百
三
十

円
を
九
ヵ
月
で
割
っ
た
も
の
が
精

算
後
の
月
額
保
険
税
に
な
り
ま
す
。

　
保
険
税
に
つ
い
て
く
わ
し
い
こ

と
は
、
住
民
課
、
・
福
祉
係
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

国民健康保険税納税通知書

昭和60年度　（全期）

国民健康保険税算定明細
所　　　　　得　　　　　割 均　等　割

所　得　金　額 税　率 所得割額 1人x12650円
　　　円
132　50

4
． 10
100

　　円
54345

　　円
37　50

資 産 割 平　　等　　割

固定資産税額 税　率 資産割額 世帯当り15700円

1
　円　432
　　一　　『　』
53　　100

　円
51844

　　円
157001

算出年税額
条例による減額分

異動による

調　整　額均等割分 　　　限度超過額平等割分

　　Fl
11　83

円 円　　　　　　円 F

確定年税額 確定年税額の内訳　前期までに
差引納付額退　職　分 一　般　分　納付すぺき額

11383
　　円　　　　　　円

1133　　25200
　　円
88630

期　別　の

納　付　額
納　付　額

7　　月分
　　円　　　次期以降毎
10230期o）納付額

　円
9　0

　　　　　　　　保険税の割引き　　　　　　　　

●前年中の所得が世帯主26万円と加入者1人につき19万5

　千円ずつ引いていくと所得がなくなる世帯（4割引き）

　　　＊加入者1人につき　　　　　　4，696円

　　　＊世帯当たり　　　　　　　　　8，604円

●前年中の所得が26万円以下の世帯（6割引き）

　　　＊加入者1人につき　　　　　7，044円

　　　＊世帯当たり　　　　　　　　8，940円

　
κζ隊し▼、

＠

　
税
金
に
は
、
所
得
税
や
法
人
税

な
ど
の
直
接
税
の
ほ
か
に
、
お
酒

に
か
か
る
酒
税
や
品
物
に
か
か
る

物
品
税
な
ど
の
間
接
税
が
あ
り
ま

す
。　

酒
税
は
、
清
酒
、
し
ょ
う
ち
ゅ

う
、
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
な
ど

の
酒
類
に
か
か
る
税
金
で
す
。

　
酒
税
法
で
い
う
酒
類
と
は
、
ア

ル
コ
ー
ル
分
一
度
以
上
の
飲
料
を

い
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
、
粉
末

酒
の
よ
う
に
溶
解
し
て
ア
ル
コ
ー

物
の
価
格
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
の

で
、
最
終
的
に
は
消
費
者
が
負
担

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

主なお酒に含まれている税金

（
昭
和
6
0
年
6
月
末
現
在
）

髪

ル
分
一
度
以
上
の
飲
料
と
な
る
も

の
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
物
品
税
は
、
宝
石
類
を
は
じ
め

ゴ
ル
フ
用
品
、
自
動
車
、
ピ
ア
ノ
、

ル
ー
ム
ク
ー
ラ
ー
な
ど
、
比
較
的

ぜ
い
た
く
な
装
飾
品
、
娯
楽
用
品
、

便
益
性
の
高
い
品
物
な
ど
に
か
か

る
税
金
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
税
金
は
、
お
酒
や
品

お　酒　　の　種　類 小売価格 酒税額
清　酒　特　級　（1．82） 2，730円 1，096円
清　酒　1　級　（1．82） 1，870円 503円
清　酒　2　級　（1．82） 1，380円 194円
ビ　　　ー　　　ノレ　　（633m2） 310円 151円
ウィスキー特級　（760m2） 3，170円 1，595円
ウィスキー1級　（720m2） 1，840円 793円
ウィスキー2級　（720m2） 900円 265円

（注）小売価格は、代表的な商品の一般的な価格です。
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マル優制屋

来年から

本人確認を行う

　
私
た
ち
は
、
住
宅
の
購
入
資
金

や
思
い
が
け
な
い
出
費
な
ど
に
薦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

え
て
、
預
金
を
し
た
り
公
社
債
を

買
う
な
ど
し
て
貯
蓄
を
し
て
い
ま

す
。　

預
金
等
の
利
子
は
、
利
子
所
得

と
し
て
所
得
税
が
か
か
り
ま
す
が
、

一
定
の
手
続
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
マ
ル
優
な
ど
の
非
課
税
の
扱
い

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
昭
和
六
十
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
六
十
一
年
一
月
一
日
以
後
、

マ
ル
優
等
の
適
用
を
受
け
る
場
合

は
、
金
融
機
関
に
対
し
、
住
所
、

氏
名
、
生
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て

い
る
一
定
の
公
的
書
類
を
提
示
し

て
、
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を

受
け
た
上
、
非
課
税
貯
蓄
申
告
書

等
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。　

ま
た
、
郵
便
貯
金
も
同
様
に
昭

和
六
十
｝
年
一
月
～
日
以
後
、
最

初
の
預
け
入
れ
の
際
に
本
人
確
認

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

住
宅
改
良
の

　
　
　
　
　
　
利
子
補
給

　
申
し
込
み
受
付
中

　
町
は
住
宅
の
改
築
で
、
金
融
機

関
か
ら
資
金
を
借
り
た
場
合
、
そ

の
支
払
い
利
息
に
対
し
利
子
補
給

し
て
い
る
が
、
今
年
度
分
の
申
し

込
み
の
受
付
を
行
っ
て
い
る
。

▼
締
め
切
り

　
九
月
二
＋
五
日

▼
工
事
の
期
間

　
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
六
十
一

　
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

▼
利
子
補
給
率

　
年
三
新

▼
借
入
対
象
限
度
額

　
三
〇
〇
万
円
以
内

▼
申
し
込
み
・
お
問
い
合
せ

　
町
役
場
建
設
課
克
雪
係

町
営
住
宅

　
　
入
居
者
募
集

　
町
営
住
宅
で
空
室
（
一
室
）
が

出
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
入
居
者
を

募
集
し
て
い
る
。
入
居
資
格
は
松

之
山
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
人
。

家
賃
は
一
ヵ
月
一
万
五
千
円
。

　
申
し
込
み
は
八
月
二
十
九
日
ま

で
に
、
役
場
建
設
課
克
雪
係
へ
。

入
札
結
果

▽
総
第
二
号

　
（
小
谷
）

　
大
海
組

▽
総
第
三
号

　
（
北
浦
田
）

村
山
建
材

▽
産
第
＋
七
号

　
（
新
田
）

　
飯
塚
建
設

▽
産
第
＋
八
号

　
り
関
連
・
確
定
測
量

　
福
原
測
量

▽
産
第
＋
九
号

　
整
備
・
確
定
測
量

　
長
岡
測
量
社

▽
簡
第
三
号

　
装
設
備
（
松
之
山
）

　
志
賀
電
設
　
　
　
四
〇
〇
万
円

▽
産
第
二
十
号
　
団
体
営
か
ん
が

　
い
排
水
（
松
里
第
一
地
区
）

　
高
橋
組
　
　
｝
、
O
O
O
万
円

▽
産
第
二
十
一
号
　
団
体
営
か
ん

　
が
い
排
水
（
松
里
第
二
地
区
）

　
高
橋
組
　
　
　
一
、
一
三
〇
万
円

防
火
水
槽

　
四
〇
立
方
灯
級

　
　
二
四
〇
万
円

防
火
水
槽

　
四
〇
立
方
癖
級

　
　
二
四
〇
万
円

　
集
会
施
設

八
六
・
七
平
方
訂

　
　
八
九
〇
万
円

　
団
体
営
地
す
べ

　
　
　
（
中
坪
）

　
　
一
八
O
万
円

　
農
村
基
盤
総
合

　
　
（
湯
之
島
）

　
　
｝
七
〇
万
円

松
之
山
簡
水
・
計

8
月
－
日
～
7
日

　
　
『
水
の
週
間
』

水
を
大
切
に
．
し
ま
し
ょ
う
。
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国
保
の
税
率
決
ま
る

　
国
民
健
康
保
険
制
度
を
維
持
し

て
い
く
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
に
納

め
て
い
た
だ
く
保
険
税
が
そ
の
基

本
に
な
り
ま
す
。
保
険
税
を
納
め

る
こ
と
舷
、
被
保
険
者
の
義
務
で

す
。
期
日
ど
お
り
に
必
ず
納
め
る

よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。

　
国
保
の
場
合
、
保
険
税
の
額
は
、

基
本
的
に
は
、
そ
の
年
の
医
療
費

が
ど
の
く
ら
い
に
な
る
か
を
予
測

し
た
上
で
税
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

医
療
費
が
ふ
え
れ
ば
当
然
保
険
税

も
ふ
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
医

療
費
の
節
約
を
し
ま
し
よ
う
。

60年度国民健康保険税率

区　分 税　　　　　　　率

所得割 所得金額10，000円について　410円

資産割 固定資産税（土地・家屋）
額10，000円について　　　4・320円

均等割 加入者1人について　　　12，650円

平等割 1世帯について　　　　15，700円

四
月
か
ら
六
月
ま
で

暫
定
保
険
税

　
今
年
度
の
正
式
な
保
険
税
が
決

ま
り
ま
し
た
。
保
険
税
は
、
前
年

分
の
所
得
や
固
定
資
産
税
な
ど
を

　
「
賦
課
基
準
」
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
前
年
度
の
所
得
が
決
定

さ
れ
る
ま
で
の
四
月
か
ら
六
月
ま

で
は
、
暫
定
保
険
税
と
し
て
、
前

年
度
の
保
険
税
の
十
二
分
の
『
の

額
を
月
額
と
し
て
い
ま
し
た
。

七
月
か
ら

新
し
い
保
険
税

　
七
月
か
ら
新
し
い
保
険
税
の
納

付
書
が
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
届
け

ら
れ
ま
し
た
が
、
今
年
度
の
税
を

決
め
る
税
率
は
表
の
と
お
り
で
す
。

こ
れ
ら
四
つ
の
合
計
額
が
、
今
年

度
の
保
険
税
で
す
．

　
し
月
か
ら
の
保
険
税
は
、
四
月

か
ら
六
月
ま
で
の
「
暫
定
保
険
税

を
差
引
い
て
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
高
限
度
額
は

年
間
三
十
五
万
円

　
保
険
税
は
、
世
帯
主
が
国
保
に

加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
世
帯
主

に
皿
括
賦
課
さ
れ
、
賦
課
額
の
算

定
は
世
帯
主
の
所
得
や
資
産
、
お

よ
び
加
入
者
の
所
得
、
資
産
に
つ

い
て
も
対
象
と
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
世
帯
主
が
加
入
者
で
な
い
場

合
（
擬
制
世
帯
）
は
、
世
帯
主
の

分
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
一
世
帯
あ
た
り
の
年
間
保

険
税
の
最
高
限
度
額
は
、
三
十
五

万
円
で
す
。

所
得
の
低
い
世
帯
は

保
険
税
を
割
引

　
所
得
の
低
い
世
帯
に
は
、
保
険

ヨ
し
ぐ
コ
　
　
ヨ

私
力
翻
り
き
さ
れ
ま
す
。
割
引
き

の
額
、
条
件
な
ど
は
表
の
と
お
り

で
す
。

　
な
お
、
こ
の
割
引
き
は
所
得
の

申
告
が
な
い
と
該
当
に
な
り
ま
せ

ん
。
国
保
係
で
も
所
得
の
照
会
を

行
な
い
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は
必

ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
税
の
算
定
方
法

　
次
に
掲
げ
た
例
は
、
国
保
に
三

人
加
入
さ
れ
て
い
る
世
帯
で
、
五

十
九
年
の
三
人
の
所
得
合
計
額
が

百
三
十
二
万
円
、
六
十
年
度
の
固

定
資
産
税
額
が
一
万
三
干
円
と
い

う
世
帯
の
も
の
で
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
決
め
ら
れ
た
税
率
を

か
け
、
均
当
割
と
平
等
割
を
合
算

し
て
出
て
き
た
年
間
保
険
税
は
、

十
一
万
三
干
八
百
三
十
円
で
す
。

四
月
か
ら
六
月
の
三
ヵ
月
で
二
万

五
千
二
百
円
を
納
め
て
い
ま
す
の

で
、
残
り
の
八
万
八
千
六
百
三
十

円
を
九
ヵ
月
で
割
っ
た
も
の
が
精

算
後
の
月
額
保
険
税
に
な
り
ま
す
。

　
保
険
税
に
つ
い
て
く
わ
し
い
こ

と
は
、
住
民
課
、
・
福
祉
係
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

国民健康保険税納税通知書

昭和60年度　（全期）

国民健康保険税算定明細
所　　　　　得　　　　　割 均　等　割

所　得　金　額 税　率 所得割額 1人x12650円
　　　円
132　50

4
． 10
100

　　円
54345

　　円
37　50

資 産 割 平　　等　　割

固定資産税額 税　率 資産割額 世帯当り15700円

1
　円　432
　　一　　『　』
53　　100

　円
51844

　　円
157001

算出年税額
条例による減額分

異動による

調　整　額均等割分 　　　限度超過額平等割分

　　Fl
11　83

円 円　　　　　　円 F

確定年税額 確定年税額の内訳　前期までに
差引納付額退　職　分 一　般　分　納付すぺき額

11383
　　円　　　　　　円

1133　　25200
　　円
88630

期　別　の

納　付　額
納　付　額

7　　月分
　　円　　　次期以降毎
10230期o）納付額

　円
9　0

　　　　　　　　保険税の割引き　　　　　　　　

●前年中の所得が世帯主26万円と加入者1人につき19万5

　千円ずつ引いていくと所得がなくなる世帯（4割引き）

　　　＊加入者1人につき　　　　　　4，696円

　　　＊世帯当たり　　　　　　　　　8，604円

●前年中の所得が26万円以下の世帯（6割引き）

　　　＊加入者1人につき　　　　　7，044円

　　　＊世帯当たり　　　　　　　　8，940円

　
κζ隊し▼、

＠

　
税
金
に
は
、
所
得
税
や
法
人
税

な
ど
の
直
接
税
の
ほ
か
に
、
お
酒

に
か
か
る
酒
税
や
品
物
に
か
か
る

物
品
税
な
ど
の
間
接
税
が
あ
り
ま

す
。　

酒
税
は
、
清
酒
、
し
ょ
う
ち
ゅ

う
、
ビ
ー
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
な
ど

の
酒
類
に
か
か
る
税
金
で
す
。

　
酒
税
法
で
い
う
酒
類
と
は
、
ア

ル
コ
ー
ル
分
一
度
以
上
の
飲
料
を

い
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
、
粉
末

酒
の
よ
う
に
溶
解
し
て
ア
ル
コ
ー

物
の
価
格
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
の

で
、
最
終
的
に
は
消
費
者
が
負
担

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

主なお酒に含まれている税金

（
昭
和
6
0
年
6
月
末
現
在
）

髪

ル
分
一
度
以
上
の
飲
料
と
な
る
も

の
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
物
品
税
は
、
宝
石
類
を
は
じ
め

ゴ
ル
フ
用
品
、
自
動
車
、
ピ
ア
ノ
、

ル
ー
ム
ク
ー
ラ
ー
な
ど
、
比
較
的

ぜ
い
た
く
な
装
飾
品
、
娯
楽
用
品
、

便
益
性
の
高
い
品
物
な
ど
に
か
か

る
税
金
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
税
金
は
、
お
酒
や
品

お　酒　　の　種　類 小売価格 酒税額
清　酒　特　級　（1．82） 2，730円 1，096円
清　酒　1　級　（1．82） 1，870円 503円
清　酒　2　級　（1．82） 1，380円 194円
ビ　　　ー　　　ノレ　　（633m2） 310円 151円
ウィスキー特級　（760m2） 3，170円 1，595円
ウィスキー1級　（720m2） 1，840円 793円
ウィスキー2級　（720m2） 900円 265円

（注）小売価格は、代表的な商品の一般的な価格です。

（7）まつのやま

マル優制屋

来年から

本人確認を行う

　
私
た
ち
は
、
住
宅
の
購
入
資
金

や
思
い
が
け
な
い
出
費
な
ど
に
薦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

え
て
、
預
金
を
し
た
り
公
社
債
を

買
う
な
ど
し
て
貯
蓄
を
し
て
い
ま

す
。　

預
金
等
の
利
子
は
、
利
子
所
得

と
し
て
所
得
税
が
か
か
り
ま
す
が
、

一
定
の
手
続
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
マ
ル
優
な
ど
の
非
課
税
の
扱
い

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
昭
和
六
十
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
六
十
一
年
一
月
一
日
以
後
、

マ
ル
優
等
の
適
用
を
受
け
る
場
合

は
、
金
融
機
関
に
対
し
、
住
所
、

氏
名
、
生
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て

い
る
一
定
の
公
的
書
類
を
提
示
し

て
、
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を

受
け
た
上
、
非
課
税
貯
蓄
申
告
書

等
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。　

ま
た
、
郵
便
貯
金
も
同
様
に
昭

和
六
十
｝
年
一
月
～
日
以
後
、
最

初
の
預
け
入
れ
の
際
に
本
人
確
認

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

住
宅
改
良
の

　
　
　
　
　
　
利
子
補
給

　
申
し
込
み
受
付
中

　
町
は
住
宅
の
改
築
で
、
金
融
機

関
か
ら
資
金
を
借
り
た
場
合
、
そ

の
支
払
い
利
息
に
対
し
利
子
補
給

し
て
い
る
が
、
今
年
度
分
の
申
し

込
み
の
受
付
を
行
っ
て
い
る
。

▼
締
め
切
り

　
九
月
二
＋
五
日

▼
工
事
の
期
間

　
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
六
十
一

　
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

▼
利
子
補
給
率

　
年
三
新

▼
借
入
対
象
限
度
額

　
三
〇
〇
万
円
以
内

▼
申
し
込
み
・
お
問
い
合
せ

　
町
役
場
建
設
課
克
雪
係

町
営
住
宅

　
　
入
居
者
募
集

　
町
営
住
宅
で
空
室
（
一
室
）
が

出
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
入
居
者
を

募
集
し
て
い
る
。
入
居
資
格
は
松

之
山
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
人
。

家
賃
は
一
ヵ
月
一
万
五
千
円
。

　
申
し
込
み
は
八
月
二
十
九
日
ま

で
に
、
役
場
建
設
課
克
雪
係
へ
。

入
札
結
果

▽
総
第
二
号

　
（
小
谷
）

　
大
海
組

▽
総
第
三
号

　
（
北
浦
田
）

村
山
建
材

▽
産
第
＋
七
号

　
（
新
田
）

　
飯
塚
建
設

▽
産
第
＋
八
号

　
り
関
連
・
確
定
測
量

　
福
原
測
量

▽
産
第
＋
九
号

　
整
備
・
確
定
測
量

　
長
岡
測
量
社

▽
簡
第
三
号

　
装
設
備
（
松
之
山
）

　
志
賀
電
設
　
　
　
四
〇
〇
万
円

▽
産
第
二
十
号
　
団
体
営
か
ん
が

　
い
排
水
（
松
里
第
一
地
区
）

　
高
橋
組
　
　
｝
、
O
O
O
万
円

▽
産
第
二
十
一
号
　
団
体
営
か
ん

　
が
い
排
水
（
松
里
第
二
地
区
）

　
高
橋
組
　
　
　
一
、
一
三
〇
万
円

防
火
水
槽

　
四
〇
立
方
灯
級

　
　
二
四
〇
万
円

防
火
水
槽

　
四
〇
立
方
癖
級

　
　
二
四
〇
万
円

　
集
会
施
設

八
六
・
七
平
方
訂

　
　
八
九
〇
万
円

　
団
体
営
地
す
べ

　
　
　
（
中
坪
）

　
　
一
八
O
万
円

　
農
村
基
盤
総
合

　
　
（
湯
之
島
）

　
　
｝
七
〇
万
円

松
之
山
簡
水
・
計

8
月
－
日
～
7
日

　
　
『
水
の
週
間
』

水
を
大
切
に
．
し
ま
し
ょ
う
。
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町
の
消
防
大
会
が
　
七
月
十
日

町
民
グ
ラ
ン
ド
で
団
員
三
百
七
十

二
名
が
出
場
し
て
行
わ
れ
た
。

　
消
防
車
三
台
　
積
載
車
二
台

小
型
ポ
ン
フ
一
台
が
出
動
し
　
人

員
・
姿
勢
・
服
装
の
点
検
、
規
律

訓
練
、
ポ
ン
フ
操
法
な
ど
の
演
習
、

第
四
分
団
と
松
之
山
分
遣
所
の
ポ

ン
プ
操
法
の
模
範
演
技
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
演
習
で
　
災
害
か
ら
住
民

を
守
る
消
防
団
の
期
待
と
信
頼
が

一
層
高
め
ら
れ
た
。

　
ま
た
十
年
無
火
災
で
湯
山
、
天

水
島
、
五
十
子
平
　
四
牙
年
で
湯

之
島
、
五
十
年
で
藤
原
・
月
池
部

落
が
表
彰
さ
れ
た
。

る会
待

大
期

町

　
第
二
十
五
回
上
越
消
防
大
会
が

七
月
二
十
一
日
　
妙
高
高
原
町
で

開
か
れ
た
．

　
こ
の
大
会
の
小
型
ポ
ン
プ
操
法

競
技
会
に
　
十
市
町
村
が
出
場
し

た
が
　
当
町
の
第
四
分
団
（
天
水

島
チ
ー
ム
）
が
み
ご
と
優
勝
し

八
月
四
日
の
県
大
会
に
出
場
し
た
。

　
上
越
大
会
で
の
成
績
、
①
松
之

山
町
、
②
妙
高
高
原
町
、
③
柿
崎

町
。
県
大
会
成
績
。
　
①
上
川
村
、

②
中
条
町
　
③
高
柳
町
。

　
鏡
ヶ
池
と
ゆ
か
り
の
あ
る
中
尾

の
観
音
堂
で
　
七
月
十
七
日
新
し

い
観
音
像
の
開
眼
式
が
地
区
の
人

達
約
百
人
が
参
列
し
て
行
わ
れ
た
。

　
大
伴
家
持
が
妻
と
子
の
供
養
に

象
よ
、
今
か
ら
百
年
前
に
な
く
な

っ
て
い
た
の
で
こ
の
ほ
ど
新
し
く

作
っ
た
も
の
．

　
観
音
像
は
、
高
さ
三
十
仕
、
の
ブ

ロ
ン
ズ
製
で
東
京
の
吉
池
（
高
橋

与
平
さ
ん
）
が
寄
贈
、
製
作
者
は

浦
田
中
学
校
に
元

勤
務
さ
れ
て
い
た

横
尾
元
則
先
生
。

先
生
は
日
展
に

五
回
入
選
さ
れ
る

な
ど
彫
刻
で
活
躍

し
て
㌧
る
が
　
仏

像
は
初
め
て
の
作
。

でり大伴

ま

観光名穐沙をpR

　＼、

縁／
メ／

ぎ、

受／

＼＼／
！、

V
・

紺
驚
繕
鴇
湯
松
之
蛤
策

　　　　多／

　　＼　／
　／／ノ　！

　　　　〆

　　〆

／
ノ

　、、づ、
　＼ヌ
　＼x　　・煽辱　　、、

　
町
観
光
協
会
は
、
松
之
山
の
観

光
地
を
印
刷
し
た
写
真
入
り
「
観

光
名
刺
」
を
つ
く
り
、
温
泉
組
合

や
商
工
会
関
係
者
、
役
場
職
員
な

ど
か
ら
使
っ
て
も
ら
い
、
観
光
の

P
R
を
し
て
い
る
。

　
観
光
名
刺
は
「
秘
境
の
湯
・
松

之
山
湯
泉
」
、
「
松
之
山
温
泉
ス
キ

ー
場
」
、
「
大
自
然
の
神
秘
・
松
之

山
」
、
「
野
鳥
と
天
然
温
泉
の
里
．

　
　
　
　
「

Σ虞
／
一
〆

　
　
　
　
　
、
＼

松
之
山
」
の
四
種
類
で
、
松
之
山

温
泉
、
大
厳
寺
高
原
、
シ
ラ
ネ
ア

オ
イ
、
美
人
林
、
ス
キ
ー
場
、
な

ど
の
観
光
写
真
が
印
刷
さ
れ
て
い

る
。　

こ
の
名
刺
を
、
一
般
町
民
か
ら

も
ご
利
用
い
た
だ
き
た
い
と
呼
び

か
け
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
者
は

観
光
協
会
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
　
一
種
百
枚
入
り
が
五
百
円
。

　
第
二
回
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

が
　
七
月
十
二
日
町
民
グ
ラ
ン
ド

で
町
内
の
老
人
ク
ラ
ブ
か
ら
十
三

チ
ー
ム
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。

　
五
人
一
チ
ー
ム
と
な
り
　
縦
二

十
メ
ー
ト
ル
横
二
十
五
メ
ー
ト
ル

の
コ
ー
ト
で
公
式
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

競
技
規
則
に
よ
り
　
ト
ー
ナ
メ
ン

ト
戦
が
行
わ
れ
た
。

　
成
績
①
寿
楽
会
（
松
之
山
）
②

大
荒
戸
老
人
ク
ラ
ブ
③
長
寿
会

（
上
布
川
）
白
寿
会
（
川
手
）

泳大会
1に大会新

玉￥学板

　へ3

ゲートボール大会
　老人クラブ
　　13チーム参

　
第
十
五
回
町
学
童
親
善
水
泳
大

会
が
　
七
月
三
十
日
町
民
プ
ー
ル

で
町
内
五
小
学
校
四
年
生
以
上
全

員
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。

　
自
由
型
、
平
泳
ぎ
　
背
泳
ぎ

リ
レ
ー
の
種
目
に
水
し
ぶ
き
を
あ

げ
て
の
熱
戦
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ

た
。
大
会
新
記
録
が
十
三
、
対
記

録
が
一
つ
う
ま
れ
る
好
成
績
。

　
新
記
録
者
“
高
橋
理
恵
（
二
種

目
）
福
原
育
恵
（
二
種
目
）
高
橋

重
幸
（
二
種
目
）
高
橋
均
（
二
種

目
）
小
野
塚
夕
子
・
高
橋
勝
彦
、
以

上
松
里
バ
。
飯
塚
一
馬
（
二
種
目
）

石
塚
芳
美
、
以
上
浦
田
小
。



ー
5
1

ニュース・マンスリー《今月の話題》NEWS・臼MONTHLY《今月の話題》
　
町
の
消
防
大
会
が
　
七
月
十
日

町
民
グ
ラ
ン
ド
で
団
員
三
百
七
十

二
名
が
出
場
し
て
行
わ
れ
た
。

　
消
防
車
三
台
　
積
載
車
二
台

小
型
ポ
ン
フ
一
台
が
出
動
し
　
人

員
・
姿
勢
・
服
装
の
点
検
、
規
律

訓
練
、
ポ
ン
フ
操
法
な
ど
の
演
習
、

第
四
分
団
と
松
之
山
分
遣
所
の
ポ

ン
プ
操
法
の
模
範
演
技
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
演
習
で
　
災
害
か
ら
住
民

を
守
る
消
防
団
の
期
待
と
信
頼
が

一
層
高
め
ら
れ
た
。

　
ま
た
十
年
無
火
災
で
湯
山
、
天

水
島
、
五
十
子
平
　
四
牙
年
で
湯

之
島
、
五
十
年
で
藤
原
・
月
池
部

落
が
表
彰
さ
れ
た
。

る会
待

大
期

町

　
第
二
十
五
回
上
越
消
防
大
会
が

七
月
二
十
一
日
　
妙
高
高
原
町
で

開
か
れ
た
．

　
こ
の
大
会
の
小
型
ポ
ン
プ
操
法

競
技
会
に
　
十
市
町
村
が
出
場
し

た
が
　
当
町
の
第
四
分
団
（
天
水

島
チ
ー
ム
）
が
み
ご
と
優
勝
し

八
月
四
日
の
県
大
会
に
出
場
し
た
。

　
上
越
大
会
で
の
成
績
、
①
松
之

山
町
、
②
妙
高
高
原
町
、
③
柿
崎

町
。
県
大
会
成
績
。
　
①
上
川
村
、

②
中
条
町
　
③
高
柳
町
。

　
鏡
ヶ
池
と
ゆ
か
り
の
あ
る
中
尾

の
観
音
堂
で
　
七
月
十
七
日
新
し

い
観
音
像
の
開
眼
式
が
地
区
の
人

達
約
百
人
が
参
列
し
て
行
わ
れ
た
。

　
大
伴
家
持
が
妻
と
子
の
供
養
に

象
よ
、
今
か
ら
百
年
前
に
な
く
な

っ
て
い
た
の
で
こ
の
ほ
ど
新
し
く

作
っ
た
も
の
．

　
観
音
像
は
、
高
さ
三
十
仕
、
の
ブ

ロ
ン
ズ
製
で
東
京
の
吉
池
（
高
橋

与
平
さ
ん
）
が
寄
贈
、
製
作
者
は

浦
田
中
学
校
に
元

勤
務
さ
れ
て
い
た

横
尾
元
則
先
生
。

先
生
は
日
展
に

五
回
入
選
さ
れ
る

な
ど
彫
刻
で
活
躍

し
て
㌧
る
が
　
仏

像
は
初
め
て
の
作
。

でり大伴

ま

観光名穐沙をpR

　＼、

縁／
メ／

ぎ、

受／

＼＼／
！、

V
・

紺
驚
繕
鴇
湯
松
之
蛤
策

　　　　多／

　　＼　／
　／／ノ　！

　　　　〆

　　〆

／
ノ

　、、づ、
　＼ヌ
　＼x　　・煽辱　　、、

　
町
観
光
協
会
は
、
松
之
山
の
観

光
地
を
印
刷
し
た
写
真
入
り
「
観

光
名
刺
」
を
つ
く
り
、
温
泉
組
合

や
商
工
会
関
係
者
、
役
場
職
員
な

ど
か
ら
使
っ
て
も
ら
い
、
観
光
の

P
R
を
し
て
い
る
。

　
観
光
名
刺
は
「
秘
境
の
湯
・
松

之
山
湯
泉
」
、
「
松
之
山
温
泉
ス
キ

ー
場
」
、
「
大
自
然
の
神
秘
・
松
之

山
」
、
「
野
鳥
と
天
然
温
泉
の
里
．

　
　
　
　
「

Σ虞
／
一
〆

　
　
　
　
　
、
＼

松
之
山
」
の
四
種
類
で
、
松
之
山

温
泉
、
大
厳
寺
高
原
、
シ
ラ
ネ
ア

オ
イ
、
美
人
林
、
ス
キ
ー
場
、
な

ど
の
観
光
写
真
が
印
刷
さ
れ
て
い

る
。　

こ
の
名
刺
を
、
一
般
町
民
か
ら

も
ご
利
用
い
た
だ
き
た
い
と
呼
び

か
け
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
者
は

観
光
協
会
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
　
一
種
百
枚
入
り
が
五
百
円
。

　
第
二
回
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

が
　
七
月
十
二
日
町
民
グ
ラ
ン
ド

で
町
内
の
老
人
ク
ラ
ブ
か
ら
十
三

チ
ー
ム
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。

　
五
人
一
チ
ー
ム
と
な
り
　
縦
二

十
メ
ー
ト
ル
横
二
十
五
メ
ー
ト
ル

の
コ
ー
ト
で
公
式
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

競
技
規
則
に
よ
り
　
ト
ー
ナ
メ
ン

ト
戦
が
行
わ
れ
た
。

　
成
績
①
寿
楽
会
（
松
之
山
）
②

大
荒
戸
老
人
ク
ラ
ブ
③
長
寿
会

（
上
布
川
）
白
寿
会
（
川
手
）

泳大会
1に大会新

玉￥学板

　へ3

ゲートボール大会
　老人クラブ
　　13チーム参

　
第
十
五
回
町
学
童
親
善
水
泳
大

会
が
　
七
月
三
十
日
町
民
プ
ー
ル

で
町
内
五
小
学
校
四
年
生
以
上
全

員
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。

　
自
由
型
、
平
泳
ぎ
　
背
泳
ぎ

リ
レ
ー
の
種
目
に
水
し
ぶ
き
を
あ

げ
て
の
熱
戦
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ

た
。
大
会
新
記
録
が
十
三
、
対
記

録
が
一
つ
う
ま
れ
る
好
成
績
。

　
新
記
録
者
“
高
橋
理
恵
（
二
種

目
）
福
原
育
恵
（
二
種
目
）
高
橋

重
幸
（
二
種
目
）
高
橋
均
（
二
種

目
）
小
野
塚
夕
子
・
高
橋
勝
彦
、
以

上
松
里
バ
。
飯
塚
一
馬
（
二
種
目
）

石
塚
芳
美
、
以
上
浦
田
小
。
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法疎過新
‘

後期5力年計画スタート

』
則
期
五
ヵ
年
に

十
六
億
七
千
万
円
投
入

　
新
過
疎
法
の
前
期
五
ヵ
年
計
画

（
昭
和
五
十
五
年
度
～
五
十
九
年

度
）
の
事
業
費
は
、
都
道
府
県
計

画
で
三
兆
六
干
八
十
五
億
、
市
町

村
計
画
で
四
兆
六
千
五
百
七
十
一

億
円
で
、
旧
過
疎
法
の
後
期
計
画

（
五
十
年
度
～
五
十
四
年
度
）
の

　　　　　　　　後期過疎計画項目別割合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60年度～64年度

全国の市町村計画

集落等の整備0．8％r

産業の振興生活環境等教育文化
　24。2％　　19．5％　15．8％

交通通信
　37．2％［

実
績
額
を
約
五
割
上
回
っ
、
て
お
り

積
極
的
に
事
業
が
進
め
ら
れ
て
き

た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
ロ　

こ
れ
を
項
目
別
に
み
る
と
、
都

道
府
県
計
画
で
は
、
道
路
等
の
整

備
を
は
じ
め
と
す
る
交
通
通
信
体

。
賑
保

稽．

鱗

蘇
簾
。

の
そ
等

療
　
　
境

医
　
　
環

　
　
　
　
活

　
　
　
　
生

松之山町の計画

全
国
市
町
村
後
期
計
画
に
は

ユ
ニ
ー
ク
な
事
業
が
多
い

　
全
国
市
町
村
の
後
期
計
画
に
は
、

次
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
施
策
が

数
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

▽
企
業
貸
付
工
場
整
備
事
業

　
　
（
北
海
道
下
川
町
）

▽
人
材
養
成
事
業

　
（
福
井
県
名
田
庄
村
）

▽
国
際
ク
ラ
フ
ト
キ
ャ
ッ
ス
ル

　
（
宮
崎
県
綾
町
）

▽
田
舎
の
し
ん
せ
き
村
事
業

　
（
群
馬
県
上
野
村
）

▽
山
村
留
学
セ
ン
タ
ー
の
建
設

　
（
長
野
県
北
相
木
村
）

▽
「
高
齢
者
の
里
」
の
建
設

　
（
島
根
県
吉
田
村
）

▽
電
気
通
信
設
備
有
線
テ
レ
ビ
放

送
施
設

過疎地域振興計画で

　実施した前期事業
（55～59年屋・松之山町）

　
　
（
北
海
道
池
田
町
）

▽
五
箇
山
・
山
村
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
（
富
山
県
平
村
）

▽
健
康
と
う
る
お
い
の
あ
る
町
づ

　
く
　
ソ

　
　
（
北
海
道
鷹
栖
町
）

　
松
之
山
町
の
町
債
総
額

　
　
二
十
五
億
円
に

　
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法
は
、

人
口
が
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
に

よ
り
地
域
社
会
の
機
能
が
低
下
し
、

生
活
水
準
お
よ
び
生
産
機
能
が
他

の
地
域
に
比
較
し
て
低
位
に
あ
る

地
域
に
つ
い
て
、
生
活
環
境
、
産

業
基
盤
等
の
整
備
に
関
す
る
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
対
策
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
を
講

ず
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
地

域
の
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
住
民

交　通　通　信

　35．8％
産業の振興
　32．8％

6．7

％
教育文化

24．1％

福
祉
の
向
上
、
雇
用
の
増
大
お
よ

び
地
域
格
差
の
是
正
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
財
政
措
置
、
行

政
措
置
、
金
融
措
置
、
税
制
措
置

な
ど
が
あ
る
．

　
町
で
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、

過
疎
地
域
振
興
計
画
愈
定
め
、
県

知
事
と
協
議
も
終
了
し
、
今
年
か

ら
後
期
五
ヵ
年
計
画
が
開
始
さ
れ

た
。　

町
債
の
半
分
は
過
疎
債

　
過
疎
債
は
、
過
疎
地
域
振
興
特

別
措
置
法
に
よ
る
財
政
措
置
で
、

市
町
村
が
借
り
る
起
債
で
あ
る
。

償
還
期
間
は
十
二
年
で
、
そ
の
償

還
金
の
七
〇
督
を
国
が
地
方
交
付

税
元
利
補
て
ん
し
て
く
れ
る
大
変

有
利
な
借
入
金
．

（
松
之
山
町
の
五
十
九
年
度
末
の

系
の
整
備
（
六
一
・
四
響
）
と
産

業
の
振
興
（
三
四
・
六
脅
）
が
大
部

分
を
占
め
て
お
り
、
市
町
村
計
画

で
は
交
通
通
信
体
系
の
整
備
（
三

六
．
九
督
）
産
業
の
振
興
（
二
二
・

三
響
）
の
ほ
か
、
生
活
環
境
施
設

お
よ
び
福
祉
施
設
等
厚
生
施
設
の

　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
の
　
　
も

後
期
五
ヵ
年
の

相
当
な
割
合
に
の
ぽ
っ
て
い
る
。

（
松
之
山
町
で
は
、
新
過
疎
法
の

前
期
五
ヵ
年
の
総
事
業
費
が
十
六

億
七
千
万
円
、
過
疎
債
が
八
億
七

千
万
円
で
道
路
整
備
、
集
落
セ
ン

タ
ー
の
建
設
、
ス
キ
ー
場
の
開
設

な
ど
を
実
施
し
て
い
る
）

概
算
事
業
費
は
四
十
億

　
後
期
五
ヵ
年
計
画
（
昭
和
六
十

年
度
～
六
十
四
年
度
）
は
、
前
期

計
画
の
方
針
を
基
本
的
に
継
承
し

て
い
る
が
、
新
た
に
、
人
口
の
動

向
や
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
う
課

題
へ
の
対
応
、
地
域
の
特
性
を
踏

ま
え
た
施
策
な
ど
が
数
多
く
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
．

　
こ
の
五
ヵ
年
計
画
に
は
、
産
業

の
振
興
、
交
通
通
信
体
系
の
整
備

生
活
環
境
の
整
備
な
ど
が
前
期
計

画
に
引
き
続
き
重
点
課
題
と
し
て

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
た

・
な
施
策
と
し
て
、
総
合
的
な
高
齢

者
対
策
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
対
策
、

都
市
等
と
の
交
流
、
高
度
情
報
通

信
シ
ス
テ
ム
の
活
用
を
掲
げ
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
後
期
五
ヵ
年
計
画
の
事
業
費
は
、

都
道
府
県
計
画
で
三
兆
九
千
五
百

一
般
会
計
の
町
債
総
額
は
約
二
五

億
円
で
町
民
一
人
当
り
五
十
五
万

　
一
億
円
、
市
町
村
計
画
で
五
兆
七

千
五
百
二
十
一
億
円
と
な
っ
て
お

り
、
前
期
計
画
の
実
績
見
込
額
を

約
二
割
上
回
っ
て
い
る
。

　
特
に
、
市
町
村
計
画
の
伸
び
率

は
二
三
・
五
新
と
大
き
く
、
厳
し

い
財
政
状
況
の
な
か
で
、
格
差
是

正
の
た
め
の
事
業
費
の
確
保
を
図

ろ
う
と
す
る
過
疎
地
域
市
町
村
の

意
欲
の
あ
ら
わ
れ
た
内
容
と
な
っ

て
い
る
ロ

（
松
之
山
町
で
は
、
後
期
五
ヵ
年

の
過
疎
地
域
振
興
計
画
の
概
算
事

業
費
が
三
十
九
億
八
千
五
百
万
円
。

項
目
別
で
は
、
交
通
通
信
体
系
の

整
備
に
三
五
・
八
督
、
産
業
の
振

興
に
三
二
・
八
幹
、
教
育
文
化
施

設
の
整
備
に
二
四
・
｝
軽
、
そ
の

他
生
活
環
境
や
医
療
に
七
・
三
響

と
な
っ
て
い
る
。
）
，

七
千
円
。
こ
の
内
四
六
・
八
督
は

過
疎
債
が
占
め
る
）
。

　
　
置
鋤

措
給

る
政
宅

よ
財
鮒

に
の
騰

法
業
合

過疎地域振興特則

殼

定める事業

集落又は公共施設を結ぶ

道、農林道、漁港関連道

合、通学施設

設

館童
設

児
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　

噸
礁
繍
講
雛
灘
叢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

欝鞍隊
　　　　　　　　　　　　rイ、

「
財
政
措
置
」

1その他の集会施設
1気通信施設

備めための用地、住宅

業の振興施設

レクリェーション施設

政令で定める施設

、
奴
へ
、
』
去
火
又
ル
、
久
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
　
　
交

　
方
％

　
地
7
0

　
　
、
ん

　
年
て

　
1
2
補

　
期
一
兀

　
償
付

過
（

債
間
利

疎
還
税

嘩iヨ印55年、慶

事　　業　　名 事業費 過疎債町道改良　（5） 13，468万円 11，230万円
町道舗装　（2） 2，640 1，970
レントゲン 980 650
医師住宅 1，025 500
防火水槽 1，068 370
簡易水道 5，036 290
集落センター 703 220
林道舗装 400 200
林道改良 300 150

計 25，622 15，580

紹和56年震
町道改良　（6） 18，706 10，620

一
ア ニスコート 2，630 1，110
集落センター 1，604 1，000
簡易水道 14，316 850
野外緑地広場 1，933 760
冬孤集落施設 1，734 660
消防自動車 838 420
防火水槽 1，094 360
雪上車 810 200
郷文伝習施設 590 180
水道施設 406 160
公衆便所 355 140
スクーノレノぐス 244 120

言十
45，261 16，580

昭和57年農1
町道改良　（4） 15，330 5，110
橋の架替　（1） 1，939 1，930
林構テニスコート 2，225 1，640
農道改良 1，918 1，320
町道舗装（1） 1，942 1，240
集落センター 1，155 640
林構養魚施設 1，138 480
湿地ドーザー 945 420
冬孤集落施設 863 410
雪上車 850 380
防火水槽 918 310
消防積載車（2） 620 280
林道改良 1，097 210
公衆便所 375 150

言十
31，315 14，520i

昭和58年月ヒ

スキー場 23，174 17，500

町道改良（4） 14，310 4，770
農道改良 1，800 1，160
林構運動広場 716 280
林道改良 1，120 220
防火水槽 465 150

計 41，585 24，080

昭利59年
スキー場 13，452 13，000

町道舗装（2） 3，401 1，700
集落センター 1，385 820
道路改良（1） 473 470
林構集会施設 3，115 400
林道改良 1，007 200
防火水槽 485 160

計 23，318 16，750
合　　　計 16億7，101 8億7，510
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過
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期
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過
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期
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五
十
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）
の
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を
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五
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上
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て
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積
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的
に
事
業
が
進
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て
き

た
も
の
と
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る
こ
と
が
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る
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こ
れ
を
項
目
別
に
み
る
と
、
都

道
府
県
計
画
で
は
、
道
路
等
の
整

備
を
は
じ
め
と
す
る
交
通
通
信
体

。
賑
保

稽．

鱗

蘇
簾
。

の
そ
等

療
　
　
境

医
　
　
環

　
　
　
　
活

　
　
　
　
生

松之山町の計画

全
国
市
町
村
後
期
計
画
に
は

ユ
ニ
ー
ク
な
事
業
が
多
い

　
全
国
市
町
村
の
後
期
計
画
に
は
、

次
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
施
策
が

数
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

▽
企
業
貸
付
工
場
整
備
事
業

　
　
（
北
海
道
下
川
町
）

▽
人
材
養
成
事
業

　
（
福
井
県
名
田
庄
村
）

▽
国
際
ク
ラ
フ
ト
キ
ャ
ッ
ス
ル

　
（
宮
崎
県
綾
町
）

▽
田
舎
の
し
ん
せ
き
村
事
業

　
（
群
馬
県
上
野
村
）

▽
山
村
留
学
セ
ン
タ
ー
の
建
設

　
（
長
野
県
北
相
木
村
）

▽
「
高
齢
者
の
里
」
の
建
設

　
（
島
根
県
吉
田
村
）

▽
電
気
通
信
設
備
有
線
テ
レ
ビ
放

送
施
設

過疎地域振興計画で

　実施した前期事業
（55～59年屋・松之山町）

　
　
（
北
海
道
池
田
町
）

▽
五
箇
山
・
山
村
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
（
富
山
県
平
村
）

▽
健
康
と
う
る
お
い
の
あ
る
町
づ

　
く
　
ソ

　
　
（
北
海
道
鷹
栖
町
）

　
松
之
山
町
の
町
債
総
額

　
　
二
十
五
億
円
に

　
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法
は
、

人
口
が
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
に

よ
り
地
域
社
会
の
機
能
が
低
下
し
、

生
活
水
準
お
よ
び
生
産
機
能
が
他

の
地
域
に
比
較
し
て
低
位
に
あ
る

地
域
に
つ
い
て
、
生
活
環
境
、
産

業
基
盤
等
の
整
備
に
関
す
る
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
対
策
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
を
講

ず
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
地

域
の
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
住
民

交　通　通　信

　35．8％
産業の振興
　32．8％

6．7

％
教育文化

24．1％

福
祉
の
向
上
、
雇
用
の
増
大
お
よ

び
地
域
格
差
の
是
正
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
財
政
措
置
、
行

政
措
置
、
金
融
措
置
、
税
制
措
置

な
ど
が
あ
る
．

　
町
で
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、

過
疎
地
域
振
興
計
画
愈
定
め
、
県

知
事
と
協
議
も
終
了
し
、
今
年
か

ら
後
期
五
ヵ
年
計
画
が
開
始
さ
れ

た
。　

町
債
の
半
分
は
過
疎
債

　
過
疎
債
は
、
過
疎
地
域
振
興
特

別
措
置
法
に
よ
る
財
政
措
置
で
、

市
町
村
が
借
り
る
起
債
で
あ
る
。

償
還
期
間
は
十
二
年
で
、
そ
の
償

還
金
の
七
〇
督
を
国
が
地
方
交
付

税
元
利
補
て
ん
し
て
く
れ
る
大
変

有
利
な
借
入
金
．

（
松
之
山
町
の
五
十
九
年
度
末
の

系
の
整
備
（
六
一
・
四
響
）
と
産

業
の
振
興
（
三
四
・
六
脅
）
が
大
部

分
を
占
め
て
お
り
、
市
町
村
計
画

で
は
交
通
通
信
体
系
の
整
備
（
三

六
．
九
督
）
産
業
の
振
興
（
二
二
・

三
響
）
の
ほ
か
、
生
活
環
境
施
設

お
よ
び
福
祉
施
設
等
厚
生
施
設
の

　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
の
　
　
も

後
期
五
ヵ
年
の

相
当
な
割
合
に
の
ぽ
っ
て
い
る
。

（
松
之
山
町
で
は
、
新
過
疎
法
の

前
期
五
ヵ
年
の
総
事
業
費
が
十
六

億
七
千
万
円
、
過
疎
債
が
八
億
七

千
万
円
で
道
路
整
備
、
集
落
セ
ン

タ
ー
の
建
設
、
ス
キ
ー
場
の
開
設

な
ど
を
実
施
し
て
い
る
）

概
算
事
業
費
は
四
十
億

　
後
期
五
ヵ
年
計
画
（
昭
和
六
十

年
度
～
六
十
四
年
度
）
は
、
前
期

計
画
の
方
針
を
基
本
的
に
継
承
し

て
い
る
が
、
新
た
に
、
人
口
の
動

向
や
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
う
課

題
へ
の
対
応
、
地
域
の
特
性
を
踏

ま
え
た
施
策
な
ど
が
数
多
く
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
．

　
こ
の
五
ヵ
年
計
画
に
は
、
産
業

の
振
興
、
交
通
通
信
体
系
の
整
備

生
活
環
境
の
整
備
な
ど
が
前
期
計

画
に
引
き
続
き
重
点
課
題
と
し
て

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
た

・
な
施
策
と
し
て
、
総
合
的
な
高
齢

者
対
策
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
対
策
、

都
市
等
と
の
交
流
、
高
度
情
報
通

信
シ
ス
テ
ム
の
活
用
を
掲
げ
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
後
期
五
ヵ
年
計
画
の
事
業
費
は
、

都
道
府
県
計
画
で
三
兆
九
千
五
百

一
般
会
計
の
町
債
総
額
は
約
二
五

億
円
で
町
民
一
人
当
り
五
十
五
万

　
一
億
円
、
市
町
村
計
画
で
五
兆
七

千
五
百
二
十
一
億
円
と
な
っ
て
お

り
、
前
期
計
画
の
実
績
見
込
額
を

約
二
割
上
回
っ
て
い
る
。

　
特
に
、
市
町
村
計
画
の
伸
び
率

は
二
三
・
五
新
と
大
き
く
、
厳
し

い
財
政
状
況
の
な
か
で
、
格
差
是

正
の
た
め
の
事
業
費
の
確
保
を
図

ろ
う
と
す
る
過
疎
地
域
市
町
村
の

意
欲
の
あ
ら
わ
れ
た
内
容
と
な
っ

て
い
る
ロ

（
松
之
山
町
で
は
、
後
期
五
ヵ
年

の
過
疎
地
域
振
興
計
画
の
概
算
事

業
費
が
三
十
九
億
八
千
五
百
万
円
。

項
目
別
で
は
、
交
通
通
信
体
系
の

整
備
に
三
五
・
八
督
、
産
業
の
振

興
に
三
二
・
八
幹
、
教
育
文
化
施

設
の
整
備
に
二
四
・
｝
軽
、
そ
の

他
生
活
環
境
や
医
療
に
七
・
三
響

と
な
っ
て
い
る
。
）
，

七
千
円
。
こ
の
内
四
六
・
八
督
は

過
疎
債
が
占
め
る
）
。

　
　
置
鋤

措
給

る
政
宅

よ
財
鮒

に
の
騰

法
業
合

過疎地域振興特則

殼

定める事業

集落又は公共施設を結ぶ

道、農林道、漁港関連道

合、通学施設

設

館童
設

児
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　

噸
礁
繍
講
雛
灘
叢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

欝鞍隊
　　　　　　　　　　　　rイ、

「
財
政
措
置
」

1その他の集会施設
1気通信施設

備めための用地、住宅

業の振興施設

レクリェーション施設

政令で定める施設

、
奴
へ
、
』
去
火
又
ル
、
久
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
　
　
交

　
方
％

　
地
7
0

　
　
、
ん

　
年
て

　
1
2
補

　
期
一
兀

　
償
付

過
（

債
間
利

疎
還
税

嘩iヨ印55年、慶

事　　業　　名 事業費 過疎債町道改良　（5） 13，468万円 11，230万円
町道舗装　（2） 2，640 1，970
レントゲン 980 650
医師住宅 1，025 500
防火水槽 1，068 370
簡易水道 5，036 290
集落センター 703 220
林道舗装 400 200
林道改良 300 150

計 25，622 15，580

紹和56年震
町道改良　（6） 18，706 10，620

一
ア ニスコート 2，630 1，110
集落センター 1，604 1，000
簡易水道 14，316 850
野外緑地広場 1，933 760
冬孤集落施設 1，734 660
消防自動車 838 420
防火水槽 1，094 360
雪上車 810 200
郷文伝習施設 590 180
水道施設 406 160
公衆便所 355 140
スクーノレノぐス 244 120

言十
45，261 16，580

昭和57年農1
町道改良　（4） 15，330 5，110
橋の架替　（1） 1，939 1，930
林構テニスコート 2，225 1，640
農道改良 1，918 1，320
町道舗装（1） 1，942 1，240
集落センター 1，155 640
林構養魚施設 1，138 480
湿地ドーザー 945 420
冬孤集落施設 863 410
雪上車 850 380
防火水槽 918 310
消防積載車（2） 620 280
林道改良 1，097 210
公衆便所 375 150

言十
31，315 14，520i

昭和58年月ヒ

スキー場 23，174 17，500

町道改良（4） 14，310 4，770
農道改良 1，800 1，160
林構運動広場 716 280
林道改良 1，120 220
防火水槽 465 150

計 41，585 24，080

昭利59年
スキー場 13，452 13，000

町道舗装（2） 3，401 1，700
集落センター 1，385 820
道路改良（1） 473 470
林構集会施設 3，115 400
林道改良 1，007 200
防火水槽 485 160

計 23，318 16，750
合　　　計 16億7，101 8億7，510



1
8
ー

まつのやま（12）

新潟県

『芸術祭文芸部門』

作品募集

　
県
教
育
委
員
会
で
は
、
作
品
発

表
の
場
を
提
供
し
て
、
県
文
芸
の

振
興
を
図
る
た
め
「
芸
術
祭
文
芸

部
門
」
の
作
品
を
募
集
し
て
い
る
。

　
募
集
作
品
は
、
小
説
、
詩
、
短

歌
、
俳
句
、
川
柳
の
五
種
目
。
各

種
目
と
も
一
般
の
部
と
高
校
の
部

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
高
校
の
部
は
在
学
中
で
あ
っ
て

も
、
成
人
に
達
し
た
も
の
は
、
一

般
の
部
に
応
募
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
．
，

▽
小
説
“
四
百
字
原
稿
用
紙
で
、

　
一
般
が
五
十
枚
、
高
校
が
二
十

　
枚
以
内
．

▽
詩
”
一
般
、
高
校
と
も
四
百
字

　
原
稿
用
紙
で
四
枚
以
内
で
現
代

詩
。

▽
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
睡
一
般
、

　
高
校
と
も
一
人
新
作
五
首
（
句
）

　
を
一
編
と
し
て
審
査
（
つ
な
が

　
り
が
な
く
て
も
よ
い
）
。

▽
締
切
り
睡
十
月
九
日
（
水
）

▽
あ
て
先
肪
〒
9
5
1
・
新
潟
市

　
新
光
町
四
の
㎜
、
新
潟
県
教
育

　
庁
文
化
行
政
課
。
封
筒
表
面
に

　
「
県
芸
術
祭
文
化
作
品
応
募
原

　
稿
」
と
朱
筆
す
る
。

▽
詳
細
（
募
集
要
項
）
は
、
新
潟

　
県
教
育
庁
文
化
行
政
課
へ
。

覚
せ
い
剤
に
は

　
　
手
を
出
す
な

　
覚
せ
い
剤
の
乱
用
は
、
女
性
層

へ
の
浸
透
と
低
年
齢
化
の
傾
向
が

一
層
強
ま
っ
て
、
重
大
な
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
の
県
内
の
覚
せ
い
剤
事
犯

検
挙
補
導
数
は
二
百
二
十
人
で
、

前
年
比
二
一
軒
増
と
な
っ
て
い
ま

す
。
た
っ
た
一
回
の
好
奇
心
が
人

の
一
生
を
狂
わ
す
と
い
わ
れ
る
”
白

い
粉
”
ぜ
っ
た
い
に
、
手
を
出
さ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

用着
掃

施中
～8月

動
月

空き缶を投げ捨てな
ごみは持ち帰りまし

東
頸
の
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

▽
松
之
山
温
泉
テ
レ
ホ
ン
サ
！
ビ

　
ス
（
松
之
山
町
・
観
光
協
会
）

・
観
光
情
報

　
費
六
－
二
二
五
五

▽
電
報
電
話
局
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ

　
ス
（
安
塚
町
・
電
報
電
話
局
）

・
電
報
電
話
ホ
ッ
ト
情
報
N
T
T

　
奮
二
－
三
〇
五
〇

▽
越
後
安
塚
ふ
る
さ
と
情
報
（
安

塚
町
）

・
安
塚
町
の
情
報

費
二
－
二
六
二
六

▽
広
報
安
塚
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
（
安
塚
町
）

・
広
報
安
塚
情
報

　
費
二
－
三
七
四
六

▽
専
敬
寺
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
（
安
塚
町
・
専
敬
寺
）

・
法
話

　
費
二
－
三
五
三
五

停
電
　
　
東
北
電
力

九
月
六
日
（
金
）

○
午
後
一
時
半
か
ら
四
時
半
ま
で

湯
山
・
松
之
山
の
一
部

○
午
前
八
時
か
ら
十
二
時
ま
で
。

湯
本
・
上
湯
・
中
坪
・
天
水
島
。

こ
よ
み

■
7
月
の
で
き
ご
と

84321日日日日日
18　12　11　10

日日日日

⑬まつのやま

の
　　　　　31　29　28　25　24
　　　　　日　日　日　日　日

　
訴
訟
は
、
お
互
い
の
主
張
の
白

黒
を
裁
判
で
決
着
を
つ
け
る
法
廷

の
戦
い
で
す
か
ら
、
専
門
家
の
弁

護
士
に
衣
頼
す
べ
き
も
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
細
か
い
手

続
き
や
心
得
は
抜
き
に
し
て
、
一

般
の
か
た
に
知
っ
て
お
い
て
い
た

だ
き
た
い
要
点
だ
け
を
あ
げ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
一
一
ユ
ー
ス

　
記
念
切
手
発
行
予
定

　
8
月
8
日
　
伝
統
工
芸
品
シ
リ

　
　
　
　
…
ズ
第
五
集
（
60
円
二
種
）

　
　
　
ル
　
あ
　
お
　
コ
　
　
　

一
－
腱
蝶
雛
鎚

農
年
受
給
者
連
盟
役
員
会

聴
覚
障
害
者
巡
回
相
談
会

町
婦
人
、
、
ハ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
令

老
人
ク
ラ
ブ
会
長
会
議

山
村
農
業
活
性
化
事
業
打

合
せ
会

町
消
防
大
会

タ
バ
コ
耕
作
者
会
議

町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

選
拳
管
理
委
員
会

国
保
運
営
協
議
会

郡
町
村
議
員
研
修
会

林
構
協
議
会

防
除
班
長
会
議

町
民
体
育
大
会

農
業
委
員
ム
五

農
家
基
本
台
帳
説
明
会

手
　
　
　
局

　
　
　
　
　
　
　
便

　
　
　
　
　
　
　
郵

あったらどう

日
数
の
点
か
ら
裁
判
を

　
　
　
　
敬
遠
す
る
の
は
ま
ち
が
い

　
裁
判
に
日
数
が
か
か
る
こ
と
は

確
か
で
す
。
と
く
に
相
手
が
上
訴

を
続
け
れ
ば
、
何
年
と
か
か
っ
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
五
十
七
年
に
全
国
の
地
方

裁
判
所
で
処
理
さ
れ
た
交
通
訴
訟

事
件
は
三
、
七
七
〇
件
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
五
一
・
九
％
が
一
年
以

内
に
終
結
し
て
い
ま
す
。

裁
判
に
は

ど
れ
だ
け
費
用
が

か
か
る
か

　
訴
状
に
は
る
収
入
印
紙
代
が
請

求
す
る
賠
償
金
額
に
応
じ
て
、
五

〇
万
円
で
四
、
六
〇
〇
円
、
一
〇

〇
万
円
で
八
、
六
〇
〇
円
、
三
〇

〇
万
円
で
二
二
、
六
〇
〇
円
、
五

〇
〇
万
円
で
三
二
、
六
〇
〇
円
か

か
り
ま
す
。

　
ま
た
　
最
近
は
被
害
者
保
護
の

た
め
、
第
一
審
判
決
に
担
保
金
な

し
の
仮
執
行
宣
言
を
つ
け
る
こ
と

が
非
常
に
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
確
定
判
決
の
場
合

と
同
様
に
、
す
ぐ
強
制
執
行
で
き

る
わ
け
で
す
。
い
ち
が
い
に
日
数

の
点
か
ら
裁
判
を
敬
遠
す
る
の
は

ま
ち
が
い
で
す
。

よ
30
増
で

に
れ
で
が

容
ぞ
内
と

内
れ
囲
こ

の
そ
範
る
。

件
、
の
す
る

事
り
％
減
き

お
金
が
な
く
て
も
裁
判
は
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
立
て
替
え
の
扶
助
も
あ
る

　
裁
判
の
費
用
に
お
困
り
の
か
た

は
、
法
務
省
人
権
擁
護
局
を
主
務

官
長
と
す
る
財
団
法
人
法
律
扶
助

協
会
に
版
、
一
相
談
く
だ
さ
い
。
同
協

会
は
、
各
都
道
府
県
に
支
部
を
置

き
（
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
各
地
弁

護
士
会
の
な
か
に
あ
り
ま
す
）
、
申

し
込
み
に
対
し
て
扶
助
が
適
当
と

決
定
す
れ
ば
担
当
弁
護
士
を
つ
け
、

弁護士報酬等基準額
（日本弁、護士連合会「報酬等基準規稚」による

嘉手金・報酬金のそれぞれにつき
　50万円以下のもの　　　　　　　　　15％
　50万円を超え100万円以下の部分　　12％
　100万円を超え300万円以下の部分　　　10％
　300万円を超え500万円以下の部分　　　8％
　500万円を超え1，000万円以下の部分　　7％

1：8舗鍛瀦羅謝分1髭
　　1億円を超え10億円以下の部分　　　3％
　10億円を超える部分　　　　　　　　　2％
着手金は10万円を下らないものと玄る

裁
判
費
用
や
弁
護
士
費
用
を
立
て

替
え
て
く
れ
ま
す
。

　
依
頼
者
は
、
事
件
が
解
決
し
て

か
ら
立
て
替
え
金
を
協
会
に
返
せ

ば
よ
い
わ
け
で
す
。
分
割
払
い
の

方
法
も
あ
り
、
と
く
に
生
活
に
困

る
人
に
は
返
還
金
の
一
部
ま
た
は

全
部
を
免
除
す
る
道
も
あ
り
ま
す
。

被
害
者
の
過
失
割
合
だ
け

　
　
　
　
賠
償
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る

　
最
後
に
一
つ
、
脈
、
一
注
意
。
裁
判

で
は
過
失
相
殺
（
被
害
者
の
過
失

割
合
だ
け
賠
償
額
か
ら
差
し
引
く

こ
と
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
認
定
基
準
も
ほ
ぼ
確
立
し

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟

す
る
前
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

要
で
す
．

▽
歩
行
者
の
信
号
が
赤
、
車
の
信

　
号
が
黄
の
場
合
、
歩
行
者
の
過

　
失
割
合
は
五
〇
督
。

▽
通
常
の
横
断
歩
道
付
近
の
場
合
、

　
歩
行
者
の
過
失
割
合
は
四
〇
幹

　
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

交
通
事
故
の
　
　
　
社
団
法
人
自
本
損
害
保
険
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
潟
自
動
車
保
険
請
求
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
ご
相
談
は
　
琶
二
五
二
（
二
五
）
天
亜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
潟
市
本
町
通
七
番
阿
一
〇
八
二

お
気
軽
に
ど
う
ぞ
興
亜
火
災
新
潟
支
店
ビ
ル
五
階
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新潟県

『芸術祭文芸部門』

作品募集

　
県
教
育
委
員
会
で
は
、
作
品
発

表
の
場
を
提
供
し
て
、
県
文
芸
の

振
興
を
図
る
た
め
「
芸
術
祭
文
芸

部
門
」
の
作
品
を
募
集
し
て
い
る
。

　
募
集
作
品
は
、
小
説
、
詩
、
短

歌
、
俳
句
、
川
柳
の
五
種
目
。
各

種
目
と
も
一
般
の
部
と
高
校
の
部

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
高
校
の
部
は
在
学
中
で
あ
っ
て

も
、
成
人
に
達
し
た
も
の
は
、
一

般
の
部
に
応
募
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
．
，

▽
小
説
“
四
百
字
原
稿
用
紙
で
、

　
一
般
が
五
十
枚
、
高
校
が
二
十

　
枚
以
内
．

▽
詩
”
一
般
、
高
校
と
も
四
百
字

　
原
稿
用
紙
で
四
枚
以
内
で
現
代

詩
。

▽
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
睡
一
般
、

　
高
校
と
も
一
人
新
作
五
首
（
句
）

　
を
一
編
と
し
て
審
査
（
つ
な
が

　
り
が
な
く
て
も
よ
い
）
。

▽
締
切
り
睡
十
月
九
日
（
水
）

▽
あ
て
先
肪
〒
9
5
1
・
新
潟
市

　
新
光
町
四
の
㎜
、
新
潟
県
教
育

　
庁
文
化
行
政
課
。
封
筒
表
面
に

　
「
県
芸
術
祭
文
化
作
品
応
募
原

　
稿
」
と
朱
筆
す
る
。

▽
詳
細
（
募
集
要
項
）
は
、
新
潟

　
県
教
育
庁
文
化
行
政
課
へ
。

覚
せ
い
剤
に
は

　
　
手
を
出
す
な

　
覚
せ
い
剤
の
乱
用
は
、
女
性
層

へ
の
浸
透
と
低
年
齢
化
の
傾
向
が

一
層
強
ま
っ
て
、
重
大
な
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
の
県
内
の
覚
せ
い
剤
事
犯

検
挙
補
導
数
は
二
百
二
十
人
で
、

前
年
比
二
一
軒
増
と
な
っ
て
い
ま

す
。
た
っ
た
一
回
の
好
奇
心
が
人

の
一
生
を
狂
わ
す
と
い
わ
れ
る
”
白

い
粉
”
ぜ
っ
た
い
に
、
手
を
出
さ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

用着
掃

施中
～8月

動
月

空き缶を投げ捨てな
ごみは持ち帰りまし

東
頸
の
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

▽
松
之
山
温
泉
テ
レ
ホ
ン
サ
！
ビ

　
ス
（
松
之
山
町
・
観
光
協
会
）

・
観
光
情
報

　
費
六
－
二
二
五
五

▽
電
報
電
話
局
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ

　
ス
（
安
塚
町
・
電
報
電
話
局
）

・
電
報
電
話
ホ
ッ
ト
情
報
N
T
T

　
奮
二
－
三
〇
五
〇

▽
越
後
安
塚
ふ
る
さ
と
情
報
（
安

塚
町
）

・
安
塚
町
の
情
報

費
二
－
二
六
二
六

▽
広
報
安
塚
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
（
安
塚
町
）

・
広
報
安
塚
情
報

　
費
二
－
三
七
四
六

▽
専
敬
寺
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
（
安
塚
町
・
専
敬
寺
）

・
法
話

　
費
二
－
三
五
三
五

停
電
　
　
東
北
電
力

九
月
六
日
（
金
）

○
午
後
一
時
半
か
ら
四
時
半
ま
で

湯
山
・
松
之
山
の
一
部

○
午
前
八
時
か
ら
十
二
時
ま
で
。

湯
本
・
上
湯
・
中
坪
・
天
水
島
。

こ
よ
み

■
7
月
の
で
き
ご
と

84321日日日日日
18　12　11　10

日日日日

⑬まつのやま

の
　　　　　31　29　28　25　24
　　　　　日　日　日　日　日

　
訴
訟
は
、
お
互
い
の
主
張
の
白

黒
を
裁
判
で
決
着
を
つ
け
る
法
廷

の
戦
い
で
す
か
ら
、
専
門
家
の
弁

護
士
に
衣
頼
す
べ
き
も
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
細
か
い
手

続
き
や
心
得
は
抜
き
に
し
て
、
一

般
の
か
た
に
知
っ
て
お
い
て
い
た

だ
き
た
い
要
点
だ
け
を
あ
げ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
一
一
ユ
ー
ス

　
記
念
切
手
発
行
予
定

　
8
月
8
日
　
伝
統
工
芸
品
シ
リ

　
　
　
　
…
ズ
第
五
集
（
60
円
二
種
）

　
　
　
ル
　
あ
　
お
　
コ
　
　
　

一
－
腱
蝶
雛
鎚

農
年
受
給
者
連
盟
役
員
会

聴
覚
障
害
者
巡
回
相
談
会

町
婦
人
、
、
ハ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
令

老
人
ク
ラ
ブ
会
長
会
議

山
村
農
業
活
性
化
事
業
打

合
せ
会

町
消
防
大
会

タ
バ
コ
耕
作
者
会
議

町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

選
拳
管
理
委
員
会

国
保
運
営
協
議
会

郡
町
村
議
員
研
修
会

林
構
協
議
会

防
除
班
長
会
議

町
民
体
育
大
会

農
業
委
員
ム
五

農
家
基
本
台
帳
説
明
会

手
　
　
　
局

　
　
　
　
　
　
　
便

　
　
　
　
　
　
　
郵

あったらどう

日
数
の
点
か
ら
裁
判
を

　
　
　
　
敬
遠
す
る
の
は
ま
ち
が
い

　
裁
判
に
日
数
が
か
か
る
こ
と
は

確
か
で
す
。
と
く
に
相
手
が
上
訴

を
続
け
れ
ば
、
何
年
と
か
か
っ
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
五
十
七
年
に
全
国
の
地
方

裁
判
所
で
処
理
さ
れ
た
交
通
訴
訟

事
件
は
三
、
七
七
〇
件
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
五
一
・
九
％
が
一
年
以

内
に
終
結
し
て
い
ま
す
。

裁
判
に
は

ど
れ
だ
け
費
用
が

か
か
る
か

　
訴
状
に
は
る
収
入
印
紙
代
が
請

求
す
る
賠
償
金
額
に
応
じ
て
、
五

〇
万
円
で
四
、
六
〇
〇
円
、
一
〇

〇
万
円
で
八
、
六
〇
〇
円
、
三
〇

〇
万
円
で
二
二
、
六
〇
〇
円
、
五

〇
〇
万
円
で
三
二
、
六
〇
〇
円
か

か
り
ま
す
。

　
ま
た
　
最
近
は
被
害
者
保
護
の

た
め
、
第
一
審
判
決
に
担
保
金
な

し
の
仮
執
行
宣
言
を
つ
け
る
こ
と

が
非
常
に
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
確
定
判
決
の
場
合

と
同
様
に
、
す
ぐ
強
制
執
行
で
き

る
わ
け
で
す
。
い
ち
が
い
に
日
数

の
点
か
ら
裁
判
を
敬
遠
す
る
の
は

ま
ち
が
い
で
す
。

よ
30
増
で

に
れ
で
が

容
ぞ
内
と

内
れ
囲
こ

の
そ
範
る
。

件
、
の
す
る

事
り
％
減
き

お
金
が
な
く
て
も
裁
判
は
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
立
て
替
え
の
扶
助
も
あ
る

　
裁
判
の
費
用
に
お
困
り
の
か
た

は
、
法
務
省
人
権
擁
護
局
を
主
務

官
長
と
す
る
財
団
法
人
法
律
扶
助

協
会
に
版
、
一
相
談
く
だ
さ
い
。
同
協

会
は
、
各
都
道
府
県
に
支
部
を
置

き
（
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
各
地
弁

護
士
会
の
な
か
に
あ
り
ま
す
）
、
申

し
込
み
に
対
し
て
扶
助
が
適
当
と

決
定
す
れ
ば
担
当
弁
護
士
を
つ
け
、

弁護士報酬等基準額
（日本弁、護士連合会「報酬等基準規稚」による

嘉手金・報酬金のそれぞれにつき
　50万円以下のもの　　　　　　　　　15％
　50万円を超え100万円以下の部分　　12％
　100万円を超え300万円以下の部分　　　10％
　300万円を超え500万円以下の部分　　　8％
　500万円を超え1，000万円以下の部分　　7％

1：8舗鍛瀦羅謝分1髭
　　1億円を超え10億円以下の部分　　　3％
　10億円を超える部分　　　　　　　　　2％
着手金は10万円を下らないものと玄る

裁
判
費
用
や
弁
護
士
費
用
を
立
て

替
え
て
く
れ
ま
す
。

　
依
頼
者
は
、
事
件
が
解
決
し
て

か
ら
立
て
替
え
金
を
協
会
に
返
せ

ば
よ
い
わ
け
で
す
。
分
割
払
い
の

方
法
も
あ
り
、
と
く
に
生
活
に
困

る
人
に
は
返
還
金
の
一
部
ま
た
は

全
部
を
免
除
す
る
道
も
あ
り
ま
す
。

被
害
者
の
過
失
割
合
だ
け

　
　
　
　
賠
償
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る

　
最
後
に
一
つ
、
脈
、
一
注
意
。
裁
判

で
は
過
失
相
殺
（
被
害
者
の
過
失

割
合
だ
け
賠
償
額
か
ら
差
し
引
く

こ
と
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
認
定
基
準
も
ほ
ぼ
確
立
し

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟

す
る
前
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

要
で
す
．

▽
歩
行
者
の
信
号
が
赤
、
車
の
信

　
号
が
黄
の
場
合
、
歩
行
者
の
過

　
失
割
合
は
五
〇
督
。

▽
通
常
の
横
断
歩
道
付
近
の
場
合
、

　
歩
行
者
の
過
失
割
合
は
四
〇
幹

　
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

交
通
事
故
の
　
　
　
社
団
法
人
自
本
損
害
保
険
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
潟
自
動
車
保
険
請
求
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
ご
相
談
は
　
琶
二
五
二
（
二
五
）
天
亜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
潟
市
本
町
通
七
番
阿
一
〇
八
二

お
気
軽
に
ど
う
ぞ
興
亜
火
災
新
潟
支
店
ビ
ル
五
階
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乳幼児の指導

＾
＾
㌔

写

ll、，貸

’
，
㌔
ポ

ピ

「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
　
「
雀
百

ま
で
踊
り
を
忘
れ
ず
」
な
ど
の
こ

と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
こ

そ
乳
幼
児
期
の
指
導
の
重
要
性
を

端
的
に
表
し
た
も
の
で
す
。

　
簡
単
に
言
え
ば
、
乳
幼
児
期
の

基
本
的
生
活
習
慣
の
指
導
こ
そ
、

そ
の
子
の
将
来
を
決
め
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

基
本
的
生
活
習
慣
の
指
導
は
厳
し
く

口
う
る
さ
い
だ
け
の
指
導
に
な
ら
な
い
よ
う

　
人
間
の
行
動
は
、
赤
ん
坊
の
と

き
は
全
く
未
熟
で
、
意
志
と
い
う

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
基
本
的

生
活
習
慣
の
指
導
に
よ
っ
て
睡
眠
、

授
乳
が
規
則
的
と
な
り
ま
す
。

　
更
に
指
導
に
よ
っ
て
歩
く
こ
と

が
可
能
に
な
り
、
願
い
や
、
や
り

た
い
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　
例
え
ば
、
排
泄
の
指
導
は
、
乳

幼
児
期
の
基
本
的
生
活
習
慣
の
指

導
の
基
本
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

遅
く
と
も
こ
歳
で
お
む
つ
が
と
れ

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
便
所
に
行
き
、
後
始
未
を
し

て
必
ず
手
を
洗
う
な
ど
は
三
歳
ま

で
に
十
分
に
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
は
基
本
的
な
生
活
習
慣
で

す
が
、
そ
の
他
の
指
導
に
つ
い
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
満
一

歳
の
子
供
に
な
れ
ば
な
ん
で
も
わ

か
る
し
、
親
の
顔
色
を
見
る
こ
と

も
で
き
ま
す
．

　
し
か
る
と
泣
き
、
甘
や
か
す
人

の
と
こ
ろ
に
逃
げ
て
い
く
。
こ
ん

な
頃
に
こ
そ
自
分
の
欲
望
を
抑
え

る
習
慣
を
つ
け
る
適
切
な
時
期
で

す
。
諸
外
国
で
は
、
小
さ
い
と
き

の
訓
練
や
指
導
は
厳
し
い
と
言
わ

れ
ま
す
。
日
本
で
は
子
供
の
と
き

に
甘
や
か
し
、
年
頃
に
な
る
と
や

カ
ま
し
く
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

困
っ
た
現
象
で
す
。

胎
内
に
い
る
と
き
か
ら

　
　
指
導
は
始
ま
る

　
『
説
に
よ
る
と
、
乳
幼
児
期
の

さ
ら
に
前
、
す
な
わ
ち
母
親
の
胎

内
に
い
る
と
き
か
ら
指
導
は
始
ま

っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
胎
教
で
す
。
生
ま
れ
て
く
る
子

供
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
、

妊
婦
が
精
心
的
、
心
理
的
安
定
を

保
っ
て
修
養
に
勤
め
る
こ
と
も
基

本
的
生
活
習
慣
の
指
導
に
つ
な
が

る
大
切
な
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。

　
赤
ち
ゃ
ん
に
は
親
子
の

　
　
愛
の
き
ず
な
で

　
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん

の
脳
の
重
さ
は
約
四
百
グ
ラ
ム
で

す
。
そ
れ
が
生
後
六
ヵ
月
で
二
倍

ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が

脳
の
細
胞
の
数
は
生
ま
れ
た
と
き

か
ら
約
百
四
十
億
で
、
増
え
ま
せ

ん
。
こ
の
細
胞
の
発
達
に
よ
っ
て

脳
の
重
さ
が
増
え
、
物
心
が
つ
い

て
い
く
わ
け
で
す
。

　
こ
の
と
き
こ
そ
、
親
子
の
愛
の

き
ず
な
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て
教

　
　
放
任
・
過
保
護
に
注
意

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な

生
活
習
慣
を
、
し
っ
か
り
と
赤
ち

ゃ
ん
に
つ
け
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

そ
れ
も
自
立
心
や
次
の
成
長
の
も

と
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
考
え
、

口
う
る
さ
い
だ
け
の
指
導
に
な
ら

な
い
よ
う
留
意
し
た
い
も
の
で
す
．

愛
情
の
あ
る
生
活
を

　
幼
児
期
の
指
導
は
、
放
任
、
過

保
護
に
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
最
近
の
子
供
の
傾
向

に
四
無
主
義
と
い
う
の
が
あ
る
と

言
い
ま
す
。
無
気
力
、
無
感
動
、

無
責
任
、
無
関
心
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
．

　
こ
れ
は
、
家
庭
の
放
任
に
よ
る

も
の
か
ら
起
き
る
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
愛
情
の
な
い
生
活
が
、
ど
ん

な
龍
子
供
に
影
響
す
る
か
の
例
で

す
。
ま
た
、
　
「
猫
か
わ
い
が
り
」

が
内
弁
慶
の
子
を
つ
く
り
、
自
分

か
ら
は
何
も
で
き
な
い
、
他
の
子

供
と
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、

社
会
性
が
身
に
つ
か
な
い
子
供
に

育
つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

我
慢
す
る
心
を
も
つ
子
供
に

　
　
入
学
ま
で
に
家
庭
で
指
導
を

　
小
学
校
入
学
ま
で
の
家
庭
の
基

・
本
的
性
活
習
慣
の
指
導
で
特
に
あ

げ
て
お
き
た
い
の
は
、
自
分
で
服

の
着
替
え
が
で
き
る
こ
と
、
あ
ま

り
時
間
を
か
け
な
い
で
食
事
が
き

ち
ん
と
で
き
る
こ
と
、
便
所
が
正

し
く
使
え
る
こ
と
、
学
用
品
の
出

し
入
れ
や
自
分
の
も
の
と
他
人
の

も
の
の
区
別
が
し
っ
か
り
つ
け
ら

れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
我
慢
す
る
心
を
も
つ
こ

と
は
友
達
と
仲
良
く
す
る
た
め
に

大
事
な
こ
と
な
の
で
、
特
に
し
っ

か
り
と
指
導
し
て
お
き
た
い
も
の

で
す
．

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　
　
「
よ
ね
や
ま
の
里
」
職
員
募
集

　
中
頸
・
柿
崎
町
に
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
「
よ
ね
や
ま
の
里
」
が

建
設
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
職
員

採
用
の
受
験
申
し
込
み
の
受
付
が

八
月
二
十
日
か
ら
始
ま
る
。

▽
職
種
”
事
務
員
（
男
一
・
女
｝
）

　
生
活
指
導
員
（
男
一
）
、

　
婦
（
女
三
）
、
寮
父
母
（
男
四
、

　
女
十
八
）
、
栄
養
士
（
男
か
女

　
一
）
、
調
理
員
（
男
一
、
女
三
）

　
介
助
員
（
男
一
）
。

▽
受
験
資
格
背
各
職
種
と
も
上
越

　
地
域
に
住
所
を
有
し
、
ま
た
は
、

　
本
籍
が
同
地
域
内
の
出
身
者
で

　
通
勤
可
能
な
者
．

▽
受
付
期
間
腎
八
月
二
十
日
か
ら

　
八
月
三
十
｝
日
ま
で
。

▽
受
付
”
〒
9
4
2
1
3
2
・
中

　
頸
城
郡
柿
崎
町
柿
崎
六
四
〇
五

　
番
地
・
柿
崎
町
役
場
内
・
社
会

　
福
祉
法
人
松
波
福
祉
会
。

▽
提
出
書
類
　
①
受
験
申
し
込
み

　
書
（
同
福
祉
会
交
付
の
も
の
で

　
写
真
添
付
）
　
②
卒
業
証
明
書

　
か
卒
業
見
込
証
明
書
と
最
終
学

校
成
績
証
明
書
　
③
六
十
円
切

手
を
貼
っ
た
、
あ
て
先
明
記
の

返
信
用
封
筒
．

▽
試
験
①
一
次
試
験
”
九
月
十

　
八
日
。
科
目
貯
社
会
・
国
語
・

　
作
文
・
適
正
検
査
．
②
二
次
試

　
験
蒔
十
月
中
旬
。
面
接
と
体
力

　
検
査
．

▽
合
格
発
表
　
十
「
月
上
旬
。

▽
採
用
予
定
日
昭
和
六
十
一
年

　
四
月
一
日
（
た
だ
し
六
ヵ
月
間

　
は
試
用
期
間
）
。
卒
業
見
込
み
で

　
あ
っ
た
者
が
、
卒
業
で
き
な
か

　
っ
た
場
合
は
採
用
し
な
い
。

　
　
な
お
、
昭
和
六
十
一
年
二
月

　
か
ら
三
月
中
に
二
泊
三
日
の
実

　
務
研
修
を
行
う
。

※
く
わ
し
く
は
、
町
役
場
職
業
係

　
か
柿
崎
町
役
場
内
の
杜
会
福
祉

　法人

松
波
福
祉
会
（
費
〇
二
五

　五ー

三
六
－
一
ご
二
　
｝
）
へ
照

会
し
て
く
だ
毒
い
。

障
害
年
金
の
事
後
重
症

　
　
　
　
　
　
　
　
五
年
の
制
限
を
撒
廃

　
厚
生
年
金
保
険
で
は
、
被
保
険

者
が
在
職
中
に
か
か
っ
た
病
気
や

ケ
ガ
に
よ
っ
て
身
体
に
障
害
が
残

り
、
　
｝
定
の
障
害
の
状
態
に
な
っ

た
と
き
に
、
障
害
年
金
が
支
給
さ

れ
て
い
ま
す
．

　
こ
の
支
給
さ
れ
る
条
件
の
う
ち
、

障
害
認
定
日
に
、
症
状
が
軽
く
障

害
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
で

も
　
そ
の
障
害
が
初
診
日
か
ら
五

年
以
内
に
重
く
な
っ
た
と
き
は
、

障
害
年
金
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
五
年
と
い
う
期
限
が
、
年

金
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
七
月
｝

日
か
ら
撒
廃
さ
れ
、
六
十
五
歳
ま

で
に
障
害
年
金
を
受
け
る
程
度
の

障
害
に
な
っ
た
場
合
は
、
障
害
年

金
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
事
後
重
症
に
よ
る
障
害
年
金
は
、

請
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
請
求
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
受
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方

は
、
す
み
や
か
に
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。
船
員
保
険
に
つ
い
て
も
同

様
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

（15）まつのやま
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「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
　
「
雀
百

ま
で
踊
り
を
忘
れ
ず
」
な
ど
の
こ

と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
こ

そ
乳
幼
児
期
の
指
導
の
重
要
性
を

端
的
に
表
し
た
も
の
で
す
。

　
簡
単
に
言
え
ば
、
乳
幼
児
期
の

基
本
的
生
活
習
慣
の
指
導
こ
そ
、

そ
の
子
の
将
来
を
決
め
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

基
本
的
生
活
習
慣
の
指
導
は
厳
し
く

口
う
る
さ
い
だ
け
の
指
導
に
な
ら
な
い
よ
う

　
人
間
の
行
動
は
、
赤
ん
坊
の
と

き
は
全
く
未
熟
で
、
意
志
と
い
う

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
基
本
的

生
活
習
慣
の
指
導
に
よ
っ
て
睡
眠
、

授
乳
が
規
則
的
と
な
り
ま
す
。

　
更
に
指
導
に
よ
っ
て
歩
く
こ
と

が
可
能
に
な
り
、
願
い
や
、
や
り

た
い
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　
例
え
ば
、
排
泄
の
指
導
は
、
乳

幼
児
期
の
基
本
的
生
活
習
慣
の
指

導
の
基
本
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

遅
く
と
も
こ
歳
で
お
む
つ
が
と
れ

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
便
所
に
行
き
、
後
始
未
を
し

て
必
ず
手
を
洗
う
な
ど
は
三
歳
ま

で
に
十
分
に
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
は
基
本
的
な
生
活
習
慣
で

す
が
、
そ
の
他
の
指
導
に
つ
い
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
満
一

歳
の
子
供
に
な
れ
ば
な
ん
で
も
わ

か
る
し
、
親
の
顔
色
を
見
る
こ
と

も
で
き
ま
す
．

　
し
か
る
と
泣
き
、
甘
や
か
す
人

の
と
こ
ろ
に
逃
げ
て
い
く
。
こ
ん

な
頃
に
こ
そ
自
分
の
欲
望
を
抑
え

る
習
慣
を
つ
け
る
適
切
な
時
期
で

す
。
諸
外
国
で
は
、
小
さ
い
と
き

の
訓
練
や
指
導
は
厳
し
い
と
言
わ

れ
ま
す
。
日
本
で
は
子
供
の
と
き

に
甘
や
か
し
、
年
頃
に
な
る
と
や

カ
ま
し
く
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

困
っ
た
現
象
で
す
。

胎
内
に
い
る
と
き
か
ら

　
　
指
導
は
始
ま
る

　
『
説
に
よ
る
と
、
乳
幼
児
期
の

さ
ら
に
前
、
す
な
わ
ち
母
親
の
胎

内
に
い
る
と
き
か
ら
指
導
は
始
ま

っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
胎
教
で
す
。
生
ま
れ
て
く
る
子

供
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
、

妊
婦
が
精
心
的
、
心
理
的
安
定
を

保
っ
て
修
養
に
勤
め
る
こ
と
も
基

本
的
生
活
習
慣
の
指
導
に
つ
な
が

る
大
切
な
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。

　
赤
ち
ゃ
ん
に
は
親
子
の

　
　
愛
の
き
ず
な
で

　
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん

の
脳
の
重
さ
は
約
四
百
グ
ラ
ム
で

す
。
そ
れ
が
生
後
六
ヵ
月
で
二
倍

ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が

脳
の
細
胞
の
数
は
生
ま
れ
た
と
き

か
ら
約
百
四
十
億
で
、
増
え
ま
せ

ん
。
こ
の
細
胞
の
発
達
に
よ
っ
て

脳
の
重
さ
が
増
え
、
物
心
が
つ
い

て
い
く
わ
け
で
す
。

　
こ
の
と
き
こ
そ
、
親
子
の
愛
の

き
ず
な
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て
教

　
　
放
任
・
過
保
護
に
注
意

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な

生
活
習
慣
を
、
し
っ
か
り
と
赤
ち

ゃ
ん
に
つ
け
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

そ
れ
も
自
立
心
や
次
の
成
長
の
も

と
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
考
え
、

口
う
る
さ
い
だ
け
の
指
導
に
な
ら

な
い
よ
う
留
意
し
た
い
も
の
で
す
．

愛
情
の
あ
る
生
活
を

　
幼
児
期
の
指
導
は
、
放
任
、
過

保
護
に
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
最
近
の
子
供
の
傾
向

に
四
無
主
義
と
い
う
の
が
あ
る
と

言
い
ま
す
。
無
気
力
、
無
感
動
、

無
責
任
、
無
関
心
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
．

　
こ
れ
は
、
家
庭
の
放
任
に
よ
る

も
の
か
ら
起
き
る
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
愛
情
の
な
い
生
活
が
、
ど
ん

な
龍
子
供
に
影
響
す
る
か
の
例
で

す
。
ま
た
、
　
「
猫
か
わ
い
が
り
」

が
内
弁
慶
の
子
を
つ
く
り
、
自
分

か
ら
は
何
も
で
き
な
い
、
他
の
子

供
と
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、

社
会
性
が
身
に
つ
か
な
い
子
供
に

育
つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

我
慢
す
る
心
を
も
つ
子
供
に

　
　
入
学
ま
で
に
家
庭
で
指
導
を

　
小
学
校
入
学
ま
で
の
家
庭
の
基

・
本
的
性
活
習
慣
の
指
導
で
特
に
あ

げ
て
お
き
た
い
の
は
、
自
分
で
服

の
着
替
え
が
で
き
る
こ
と
、
あ
ま

り
時
間
を
か
け
な
い
で
食
事
が
き

ち
ん
と
で
き
る
こ
と
、
便
所
が
正

し
く
使
え
る
こ
と
、
学
用
品
の
出

し
入
れ
や
自
分
の
も
の
と
他
人
の

も
の
の
区
別
が
し
っ
か
り
つ
け
ら

れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
我
慢
す
る
心
を
も
つ
こ

と
は
友
達
と
仲
良
く
す
る
た
め
に

大
事
な
こ
と
な
の
で
、
特
に
し
っ

か
り
と
指
導
し
て
お
き
た
い
も
の

で
す
．

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　
　
「
よ
ね
や
ま
の
里
」
職
員
募
集

　
中
頸
・
柿
崎
町
に
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
「
よ
ね
や
ま
の
里
」
が

建
設
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
職
員

採
用
の
受
験
申
し
込
み
の
受
付
が

八
月
二
十
日
か
ら
始
ま
る
。

▽
職
種
”
事
務
員
（
男
一
・
女
｝
）

　
生
活
指
導
員
（
男
一
）
、

　
婦
（
女
三
）
、
寮
父
母
（
男
四
、

　
女
十
八
）
、
栄
養
士
（
男
か
女

　
一
）
、
調
理
員
（
男
一
、
女
三
）

　
介
助
員
（
男
一
）
。

▽
受
験
資
格
背
各
職
種
と
も
上
越

　
地
域
に
住
所
を
有
し
、
ま
た
は
、

　
本
籍
が
同
地
域
内
の
出
身
者
で

　
通
勤
可
能
な
者
．

▽
受
付
期
間
腎
八
月
二
十
日
か
ら

　
八
月
三
十
｝
日
ま
で
。

▽
受
付
”
〒
9
4
2
1
3
2
・
中

　
頸
城
郡
柿
崎
町
柿
崎
六
四
〇
五

　
番
地
・
柿
崎
町
役
場
内
・
社
会

　
福
祉
法
人
松
波
福
祉
会
。

▽
提
出
書
類
　
①
受
験
申
し
込
み

　
書
（
同
福
祉
会
交
付
の
も
の
で

　
写
真
添
付
）
　
②
卒
業
証
明
書

　
か
卒
業
見
込
証
明
書
と
最
終
学

校
成
績
証
明
書
　
③
六
十
円
切

手
を
貼
っ
た
、
あ
て
先
明
記
の

返
信
用
封
筒
．

▽
試
験
①
一
次
試
験
”
九
月
十

　
八
日
。
科
目
貯
社
会
・
国
語
・

　
作
文
・
適
正
検
査
．
②
二
次
試

　
験
蒔
十
月
中
旬
。
面
接
と
体
力

　
検
査
．

▽
合
格
発
表
　
十
「
月
上
旬
。

▽
採
用
予
定
日
昭
和
六
十
一
年

　
四
月
一
日
（
た
だ
し
六
ヵ
月
間

　
は
試
用
期
間
）
。
卒
業
見
込
み
で

　
あ
っ
た
者
が
、
卒
業
で
き
な
か

　
っ
た
場
合
は
採
用
し
な
い
。

　
　
な
お
、
昭
和
六
十
一
年
二
月

　
か
ら
三
月
中
に
二
泊
三
日
の
実

　
務
研
修
を
行
う
。

※
く
わ
し
く
は
、
町
役
場
職
業
係

　
か
柿
崎
町
役
場
内
の
杜
会
福
祉

　法人

松
波
福
祉
会
（
費
〇
二
五

　五ー

三
六
－
一
ご
二
　
｝
）
へ
照

会
し
て
く
だ
毒
い
。

障
害
年
金
の
事
後
重
症

　
　
　
　
　
　
　
　
五
年
の
制
限
を
撒
廃

　
厚
生
年
金
保
険
で
は
、
被
保
険

者
が
在
職
中
に
か
か
っ
た
病
気
や

ケ
ガ
に
よ
っ
て
身
体
に
障
害
が
残

り
、
　
｝
定
の
障
害
の
状
態
に
な
っ

た
と
き
に
、
障
害
年
金
が
支
給
さ

れ
て
い
ま
す
．

　
こ
の
支
給
さ
れ
る
条
件
の
う
ち
、

障
害
認
定
日
に
、
症
状
が
軽
く
障

害
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
で

も
　
そ
の
障
害
が
初
診
日
か
ら
五

年
以
内
に
重
く
な
っ
た
と
き
は
、

障
害
年
金
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
五
年
と
い
う
期
限
が
、
年

金
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
七
月
｝

日
か
ら
撒
廃
さ
れ
、
六
十
五
歳
ま

で
に
障
害
年
金
を
受
け
る
程
度
の

障
害
に
な
っ
た
場
合
は
、
障
害
年

金
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
事
後
重
症
に
よ
る
障
害
年
金
は
、

請
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
請
求
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
受
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方

は
、
す
み
や
か
に
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。
船
員
保
険
に
つ
い
て
も
同

様
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

（15）まつのやま
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まつのやま（16）

六
十
歳
定
年
実
現
の
企
業
に

　
　
　
　
助
成
金
制
度
が
あ
り
ま
す

　
我
が
国
の
人
口
の
高
齢
化
は
、

世
界
に
類
を
見
な
い
速
度
で
進
展

し
つ
つ
あ
り
、
今
後
本
格
的
な
高

齢
化
社
会
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
社
会
の
活
力
を
維
持
し
、
発
展

さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
個
々
の

企
業
に
お
い
て
高
齢
者
の
労
働
能

力
の
有
好
な
活
用
を
図
り
、
雇
用

を
安
｛
疋
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
課

題
で
あ
り
ま
す
。

　
労
働
省
で
は
、
こ
う
し
た
事
態

に
対
応
す
る
た
め
、
各
企
業
に
対

し
て
六
十
年
度
ま
、
で
に
、
六
十
歳

定
年
の
一
般
化
を
め
ざ
し
て
指
導

や
援
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
｛
疋
年
延
長
奨
励
金
制
度
。

　
該
当
す
る
労
働
者
一
人
に
つ
き

　
年
額
四
十
万
円
（
大
企
業
三
十

　
万
円
）
を
事
業
主
に
支
給
。

　
　
た
だ
し
、
六
十
年
十
二
月
三

　
十
一
日
ま
、
で
に
｛
疋
年
延
長
を
正

　
式
に
決
定
し
た
事
業
所
に
限
る
。

▽
定
年
延
．
長
ア
ド
、
、
ハ
イ
ザ
ー
制
度
。

　
賃
金
、
退
職
金
、
人
事
管
理
等

　
の
問
題
解
決
の
た
め
具
体
的
な

　
助
言
、
各
種
資
料
の
提
供
等
、

　
無
料
、
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▽
高
年
齢
者
職
場
改
善
資
金
融
資

制
度
．

　
作
業
施
設
を
設
備
、
新
設
ま
た

　
は
改
善
し
、
高
年
齢
者
の
職
場

　
改
善
を
す
る
場
合
。

　
貸
付
限
度
額
、
一
億
二
千
万
円

　
利
率
年
七
・
六
新
（
中
小
企
業

　
七
・
一
智
）

▽
高
年
齢
者
の
雇
用
促
進
の
た
め

　
の
、
そ
の
他
の
助
成
制
度
。

o
高
年
齢
者
雇
用
確
保
助
成
金
制

度
．

o
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金

制
度
．
．

o
高
年
齢
者
短
時
間
雇
用
助
成
金

制
度
。

o
定
年
退
職
者
雇
用
促
進
助
成
金

制
度
．

※
詳
し
く
は
、
上
越
南
公
共
職
業

　
安
定
所
へ
（
各
〇
二
五
五
－
二

三
－
六
一
二
こ

電話器の取り替えは
適合マークの

製品を

　
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
に
施
行

さ
れ
た
、
電
気
通
信
事
業
法
に
よ

り
、
電
話
機
等
端
未
設
備
に
っ
い

て
は
、
お
客
さ
ま
の
選
択
に
よ
っ

て
、
自
由
に
軌
ご
使
用
い
た
だ
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
カ
　
コ
ー
ド

レ
ス
ホ
ン
等
電
波
を
使
用
す
る
他

社
製
端
未
設
備
、
共
同
電
話
へ
の

他
社
製
端
未
設
備
お
よ
び
そ
の
他

技
術
基
準
、
技
術
的
条
件
に
適
合

し
な
い
端
未
設
備
は
、
当
杜
の
電

話
回
線
仁
接
続
し
使
用
す
る
こ
と

が
、
で
き
ま
せ
ん
の
で
軌
、
｝
注
意
く
だ

さ
い
。

　
接
続
で
き
な
い
電
話

▽
コ
：
ド
の
な
い
電
話
（
N
T
T

以
外
の
よ
も
の
）

▽
適
合
マ
ー
ク
の
な
い
電
話
（
認

　
定
マ
ー
ク
の
な
い
も
の
）

▽
共
同
電
話
へ
の
他
社
電
話
。

▽
届
け
の
な
い
電
話
。

（
N
T
T
松
之
山
電
報
電
話
局
）

10月1日（火）
　　　　　国勢調査にご協力を

　　　　　　　　　　　　10月1日、全国　　下旬から10月L旬にかけて、調査員がお宅

　　　　　　　　　　　いっせいに国勢調　　にお伺いしますので、よろしくご協力をお

　　　　　　　　　　　査が行われます。　　願いします。

　　　　　　　　　　　国欄査は・赫　　国勢調査⑪陣扇

轟簾、講㌶群垂）
国勢調査‘⑭匝斡

蜷畢・
暮らしに密着したさまざまな間題について、

国や都道府県、市区町村が行う行・財政施

策の重要な資料として利用されます。9月


